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（１４時００分 開会）

１ 開会宣言 

【渡邊教育長】

ただいまから教育委員会定例会を開会いたします。

２ 開催時間

【渡邊教育長】

本日の会期は、１４時００分から１７時１０分までといたします。

３ 傍聴 （傍聴者 ３名）

【渡邊教育長】

本日は傍聴の申し出がございますので、「川崎市教育委員会会議規則」第１３条により、許可す

ることに異議はございませんでしょうか。また、川崎市教育委員会傍聴人規則第２条により本日

の傍聴人の定員を２０名程度とし、先着順としてよいでしょうか。

【各委員】

＜了承＞

【渡邊教育長】

異議なしとして傍聴を許可します。

４ 非公開案件

【渡邊教育長】

本日の日程は、配布のとおりでございますが、

 報告事項 No.４、報告事項 No.７、報告事項 No.８、及び議案第５１号から議案第５７号は、議

会の報告及び議決案件で、これから議会に提案する案件であり、意思決定過程にあるもので、公

開することにより、公正又は適正な意思決定に支障を生ずるおそれがあるため、

報告事項 No.５は、特定の個人が識別され得る氏名等の内容が含まれており、公開することに

より個人のプライバシーを侵害するおそれがあるため、

報告事項 No.６は、期日を定めて公表する案件であり、公開することにより、公正又は適正な

意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあるため、

また、議案第５８号は、公開することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れがあるため、

 これらの案件を非公開とすることでよろしいでしょうか。
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【各委員】

＜了承＞

【教育長】

それでは、そのように決定いたします。

 なお、報告事項 No.４、報告事項 No.７、報告事項 No.８、及び議案第５１号から議案第５

７号につきましては、議会での提案後は公開しても支障がないため、報告事項 No.６につき

ましては、定められた公表期日以降は公開しても支障がないため、議案第５８号につきまし

ては、承認及び議決後は公開しても支障がないため、会議録には掲載させていただきます。 

５ 署名人

【渡邊教育長】

本日の会議録署名人は、「川崎市教育委員会会議規則」第１５条により、前田委員と小原委員に

お願いをいたします。

６ 報告事項Ⅰ

報告事項 No.１ 叙位・叙勲について 

【渡邊教育長】

それでは、まず報告事項Ⅰに入ります。

「報告事項 No.１ 叙位・叙勲について」の説明を、庶務課長にお願いいたします。

【野本庶務課長】

それでは、報告事項 No.１、叙位・叙勲につきまして、御報告を申し上げます。高齢者叙勲を

受けられた方が４名、死亡叙位を受けられた方が１名、死亡叙位・叙勲を受けられた方が１名い

らっしゃいまして、受賞者、叙勲名等につきましては、お手元の資料のとおりでございます。

 初めに、高齢者叙勲を受けられた方でございますが、大岡昭三先生におかれましては、昭和２

４年に教職の道を歩み始められ、昭和５７年に退職されるまでの３３年間、教育の充実と発展に

御尽力をいただきました。特に校長時代は地域との関わりや連携に力を入れ、地域とともに学校

をつくり上げていく基礎づくりに貢献するとともに、川崎市立中学校教育研究会演劇部会長とし

て活躍するなど、本市の中学校教育の発展に多大なる功績を残されました。

 根岸茂先生におかれましては、昭和２５年に教職の道を歩み始められ、平成元年に退職される

までの３９年間教育の充実と発展に御尽力をいただきました。川崎市立中学校教育研究会、神奈

川県公立中学校教育研究会の数学科の部会長として、本市及び県の数学教育の充実・発展に大い

に寄与されたほか、川崎市立中学校長会においては会長、顧問等の要職を歴任し、本市の教育推

進の中心的役割を果たされました。

 １枚おめくりいただきまして、富田美奈子先生におかれましては、昭和２０年に教職の道を歩
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み始められ、平成元年に退職されるまでの４４年間、教育の充実と発展に御尽力をいただきまし

た。川崎市立小学校教育研究会学校給食協議研究会長、川崎市学校給食会理事として、川崎市の

給食教育の水準を著しく向上させるとともに、指導講師として活躍され、多くの優秀な教職員を

育てるなど、本市の小学校教育の発展にすばらしい功績を残されました。

 二宮智惠子先生におかれましては、昭和２３年に教職の道を歩み始められ、平成元年に退職さ

れるまでの４１年間、教育の充実と発展に御尽力をいただきました。特に校長時代は地域に根差

した学校経営に努め、教員の育成に尽力されたほか、川崎市立小学校教育研究会学校劇研究会長

として各学校の児童劇や学芸大会の水準の向上に大きく貢献されました。

 １枚おめくりいただきまして、続きまして、死亡叙位・叙勲を受けられた方でございます。佐

藤博麿先生におかれましては、昭和２３年に教職の道を歩み始められ、平成元年に退職されるま

での４１年間、教育の充実と発展に御尽力をいただきました。特に校長時代には施設・設備の充

実、学習環境の整備をはじめ、教育研究に至るまで、幅広く教職員のリーダーとして指導に当た

り、多大な実績を残されたほか、神奈川県公立中学校長会長として、全県的な立場から、教育の

諸施策の円滑な運営・実施に取り組まれ、県下の中学校教育の発展に多大な功績を残されました。

 哥小夜子先生におかれましては、昭和２３年に教職の道を歩み始められ、平成４年に退職され

るまでの４４年間、教育の充実と発展に御尽力をいただきました。川崎市立小学校教育研究会学

校給食教育研究会長、川崎市学校給食会理事を歴任し、学校給食の発展に寄与するとともに、川

崎市女性校長教頭会長として、女性管理職の登用や発展に向けて精力的に取り組まれました。

 いずれの先生方もその長年の教育功労に対しまして、叙位・叙勲を受けられたものでございま

す。御報告は以上でございます。

【渡邊教育長】

６名の方の叙位・叙勲についての御説明をいただきました。何か御質問等はございますでしょ

うか。よろしいですか。

それでは、ただいまの報告事項 No.１につきましては、承認してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜了承＞

【渡邊教育長】

それでは、報告事項 No.１は承認といたします。

報告事項 No.２ 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について

【渡邊教育長】

 次に、「報告事項No.２ 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について」、説明をカリキュ

ラムセンター室長お願いいたします。 

【須山カリキュラムセンター室長】 



4

 それでは、平成２８年度全国学力・学習状況調査、川崎市の結果につきまして、御報告させて

いただきます。 

 はじめに、「別紙 平成２８年度全国学力・学習状況調査公表資料作成のポイント・留意点」を

ごらんください。これは文部科学省の資料ですが、上の囲みのところに「数値データを上昇させ

ることが主たる関心事とならないようにする」とございます。本市におきましては、これまでも

調査の目的、かわさき教育プラン等に基づき、調査結果を教育施策や教育指導の改善・充実に活

用してきたところですが、こちらに示されている留意点を踏まえまして、今年度につきましては、

児童生徒質問紙調査につきましては、経年の変化を把握するために、これまでどおり小数点以下

第１位の数値で示し、教科に関する調査につきましては、平均正答率を整数値で示すことといた

しました。 

 それでは、資料１の１ページをごらんください。本年度は４月１９日に小学校６年生、中学校

３年生を対象に、国語、算数・数学の調査が実施されました。 

 一番下の各教科の平均正答数と平均正答率の表をごらんください。小学校、中学校とともに、

国語、算数・数学について、全国と同程度の結果となっておりますが、Ｂの「活用」のほうが「知

識」よりも上回っている数値の差が大きい状況でございます。平成２５年度以来、この状況が続

いておりますので、問題解決的な学習や言語活動を中心とした学習等による、子どもたちの思考

力、判断力、表現力等の育成を目指した取組の成果であると捉えております。 

 続いて、各教科の調査結果について、全国との差が５ポイント以上である設問、課題となる設

問を取り上げ、指導のポイントについて御説明いたします。 

 資料２、１ページをお開きください。設問の横または下の囲みにある「％」のついた数字は本

市の正答率、プラスまたはマイナスのついた数値は全国の正答率との差を示しております。 

 最初に、小学校国語についてでございます。Ａ問題３ 学年集会のお知らせについて、表現を

よりよくするために助言することについては、全国を７ポイント上回りました。書くことの学習

において、互いに文章を読み合い、よさを見つけて伝え合うなど、交流の学習過程を大切にして

きたことの表れと捉えております。 

 ２ページです。Ｂ問題１一、インタビューメモの工夫を捉えることについては、全国を７ポイ

ント上回りました。 

 ３ページにまいりまして、Ｂ問題２三、「早ね早起き」活動の報告文において、成果だけではな

く、課題を取り上げて書くことの効果を捉えることについては、６ポイント上回りました。この

二つの問題から自分の課題を解決するために、目的や相手に応じて、調べたりまとめたりする学

習活動を積み重ねてきたことの表れと捉えております。 

 ４ページをごらんください。Ａ問題１一３、漢字の「省く」を読むこと、Ａ問題８ ローマ字

で「あさって」と書くこと、ローマ字で書かれた「hyaku」を読むことの３問が、全国を５ポイン

ト以上、下回った設問でございます。習った漢字を読んだり書いたりする機会を意図的に設定す

ること、また、ローマ字で表記された語句を集めたり、外国人と交流する機会に名前をローマ字

で書いたりするなど、ローマ字に親しむ機会を増やすことが大切であると考えております。 

 ５ページをごらんください。課題となる設問を取り上げて、指導のポイントを説明いたします。

Ｂ問題１の三の正答率は５３％でした。事前に準備したインタビューメモの内容を生かし、イラ

ストの意図や話の展開に沿って質問することに課題があります。話を聞くときは、必要に応じて

聞き返したり、内容を確認したりすることなどを指導するとともに、相手の話を受けて返す態度
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を、意図的に育てることが大切であると考えております。 

 次に中学校国語についてでございます。７ページをお開きください。Ａ問題９の六、文字の大

きさや配列について設問は、全国を８ポイント上回りました。 

 ８ページをごらんください。漢字の「敬う」を読む設問が全国を６ポイント下回りました。小

中学校を通して、具体的な文脈の中で漢字の読み方と意味を関連させて理解するよう、指導する

ことが必要であると考えております。 

 ９ページ、１０ページにお進みください。課題となる設問として、Ｂ問題２の三を取り上げま

す。正答率は５０％で、調べたいことを決め、それに応じた情報の収集方法を考えることに課題

があります。学校図書館の利用に当たっては、小学校で学習した日本十進分類法による本の配置

についての知識を生かしたり、コンピュータを使って検索したりするなど、複数の情報収集の方

法を考えるように指導する必要があります。 

 次に、小学校算数についてでございます。１１ページ、１２ページをごらんください。 

 Ａ問題９（２）、１を超える割合を百分率であらわす場面において、数直線図を使って問題場面

を把握すること、Ｂ問題２（２）、目標タイムを求めるために式と問題場面を関連づけること、Ｂ

問題３（２）、割り算で正方形の数を求め、理由を式や言葉を使って説明すること、これらの設問

につきましては、全国を５ポイント以上、上回る結果となりました。 

 １２ページのＡ問題７は、全国を６ポイント下回りました。直方体の特徴を理解させるときに

は、実際の立体と見取り図を関連づけて、面と面の位置関係等を正しく捉えさせるような指導が

求められます。 

 １３ページ、１４ページをごらんください。課題となる設問として、Ｂ問題１（２）の正方形

の縦の長さを２センチ短くし、横の長さを２センチ長くしたときに、面積が４平方センチメート

ル小さくなることの説明を、言葉と式を使って書く設問について説明いたします。この設問は正

答率が４７％であり、示された説明を解釈し、用いられている考えを別の場面に適用して、その

説明を言葉と式を使って書くことに課題があります。 

 学習指導においては、見つけたきまりが他の正方形でも成り立つことを検討することや、増減

する長さを変えた場合など、発展させた事柄について、児童自らが「条件を変えた場合に、面積

がどう変わるか」といった疑問を持てるように学習展開を工夫する必要がございます。 

 次に、中学校数学についてでございます。１５ページ、１６ページをごらんください。これら

の４問につきましては、いずれも全国を６ポイント上回りました。 

Ａ問題１（２）からは、数の集合を用いて、正数や自然数の意味を理解させる指導、Ａ問題１

０（１）と（３）、Ａ問題１１の三つの設問からは、一次関数において表、式、グラフを関連づけ

る指導などを意図的に取り入れたことが推察されます。 

 １７ページをごらんください。Ａ問題３（３）、５（１）は、全国を６ポイント下回りました。

比例式を用いて、具体的な場面における数量の関係を捉えることに課題があります。また、空間

図形におきましては、小学校においても、全国を下回る結果となりましたので、小学校段階から

立体に触れて様々な視点から面や直線の位置関係を観察させる指導を系統的に取り入れる必要が

あると考えております。 

 １８ページをごらんください。課題となる設問として、Ｂ問題１（２）、ドッジボール大会にお

いて、先生チームとの試合を入れることを提案するために、１試合にかかる時間を求める方程式

をつくる設問を取り上げます。この設問の正答率は３８％でした。与えられた情報から、必要な



6

情報を適切に選択し、数量の関係を捉えることに課題があります。 

 学習指導においては、実生活の場面で問題を解決する活動を取り入れることにより、多くの情

報から試合数、休憩の回数と時間など、大会の計画を立てる上で必要な条件を選択し、図や言葉

を使って数量の関係を捉え、実際の場面で方程式を活用することが大切であると考えております。 

 １９ページ、２０ページをお開きください。ここでは本市教育プランの指導となる児童生徒質

問紙調査の項目から「自尊感情」、「将来に関する意識」、「授業への理解度」の三つを取り上げて

報告いたします。 

 「自尊感情」の二つの質問につきましては、２８年度の結果を全国と比較いたしますと、ほぼ

同程度となっております。２１年度と比較いたしますと、小学校では８ポイント以上、中学校で

は１２ポイント以上、改善されました。学校生活や学校行事等を通して、目標に向かって取り組

み、達成感を味わえるような活動を継続してきた成果であると捉えております。 

「将来に関する意識」については、２１年度から大きな変化はなく、ほぼ同程度の結果となっ

ております。 

 次に、国語の「授業の理解度」につきましては、全国と比較するとほぼ同程度となっておりま

すが、２１年度と比較すると、小学校、中学校ともに改善している状況が見られます。今後も必

要感や目的意識をもって主体的に取り組める、言語活動を位置づけた授業づくりを進めてまいり

たいと考えております。 

 算数・数学の「授業の理解度」につきましては、全国と比較すると、ほぼ同程度でありますが、

平成２１年度と比較すると、中学校において７ポイント改善されました。学習状況に応じた決め

細やかな指導を充実させることにより、児童・生徒が「わかる」を実感する授業づくりを進めて

まいりたいと思っております。 

 最後に、今後の取組でございますが、資料１「平成２８年度全国学力・学習状況調査結果につ

いて」は、総合教育センターのホームページに掲載し、各学校の今後の指導方法の改善等に御活

用いただくとともに、今週２８日には総合教育センターにおいて、市内全ての公立小中学校の担

当者を対象に、調査結果を活用した授業改善についての説明会を開催いたします。なお、国立教

育政策研究所の国語の学力調査官をお招きして、今後の学習指導の在り方につきまして、直接御

指導いただく予定でございます。 

 学力状況調査の結果についての御報告は以上でございます。 

【渡邊教育長】

全国学力・学習状況調査の結果ということで、御報告をいただきました。

初めに国の公表資料の作成にも変更があったというような説明もございましたし、全市の状況

を御説明いただいた上で、特徴的な全国との開きが５ポイント以上あるものについて、いろいろ

と御説明をいただいたところですが、委員の皆さんから御感想ですとか、お気づきの点などあり

ましたらば、御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。

【吉崎教育長職務代理者】

 まず全体的な傾向なんですが、まあ全国並みといいますか、平均点でまず言いますと全国並み

だろうなということで、そういうふうに大きな問題はないと思っております。今回むしろ小学校

のほうのＢ問題のほうが比較的よくて、以前は中学校ももうちょっとよかったかという気がした
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んですが、今回はあまり全国との差がないという状況になっておりますので、中学校のほうのＢ

問題が全国と比べて改善された、よくなったという点の理由と、中学校のほうがもうちょっと前

はよかったのに、さほどじゃなくなった理由みたいなものがもしわかれば、まず１点。この辺の

全体傾向ですね。お願いしたいと思います。

 ２点目は、本市は独自の学力調査をやっておりますね。そこでもいろんな子どもたちの強い点

と弱い点が出ているわけですけれども、その傾向と、国語でも算数でもどちらでも結構ですけれ

ども、今回の全国学力調査との結果との関連性といいますか、傾向性が似たような結果なのか、

何か違った点が見られたのか、その辺をちょっと説明していただけますでしょうか。その２点お

願いします。

【渡邊教育長】

では１点目についていかがでしょうか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

Ｂ問題の状況につきましては、やはり先ほど説明させていただきましたように、子どもたちの

思考力、判断力、表現等を伸ばすために、学校における言語活動というものは、単元を通して、

課題を設定して行っていくものですが、そういった子どもたちの意欲を引き出しつつ、言語能力

を高めていく取組につきましては、引き続き効果を上げているものと捉えているところでござい

ます。

 中学校の国語のＢが特に悪かったというような捉え方は私どもとしてはしておりませんが、全

国的に結果が接近してきているというような状況があるのではないかということが、文科省の説

明においてもされておりましたので、本市の結果が特に悪かったというふうには私どもとしては

捉えておりません。近づいているということではないかと存じます。

【渡邊教育長】

 ２点目の本市の学習状況調査との関係の話なんですが、そちらはいかがですか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 問題の質が大分、本市のほうも大分、活用の問題を入れた問題づくりというのに取り組んでい

るところでございますが、多少、問題の質の違いというあたりはあるところです。ただ、今回も

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項については、少し結果として下回ったというところ

がございまして、そちらにつきましては、やはり同様の傾向が川崎市の学習状況調査でも得られ

ているところでございます。

 今回、ローマ字のところが少し苦手であったということがわかってまいりました。関連という

ことでございますと、ローマ字についての出題は本市の学習状況調査におきましては、平成２３

年度までは出題されていたのですが、２４年度以降小学校の問題では出題していないということ

でございました。そういったあたりで、また今回全国の学力調査で明らかになった面を本市の学

習状況調査のほうにも反映させて、まだ指導が、もう少し私どもが頑張っていかなくてはいけな

いというあたりを、メッセージとして発信していくことも考えていかなくてはならないと思って

おります。



8

【吉崎教育長職務代理者】

もう１点だけよろしいでしょうか。全体傾向なんですが、算数をまず見ますと、ＡとＢの正答

率の違いが大きくて、これは全国がですね、本市もそうでありまして、全国に比べて算数のＢが

本市のが３％高いんですけれども、あまり満足することではなくて、これは思考力、判断力、表

現力の本丸なんですね、Ｂ問題が。それが半分しかできないということは、全国で３％、高いの

は高いんだけども、やっぱり大きな問題があるかなと。小学校の段階で、思考力、判断力、表現

力の問題が難しいとはいえ、半分しかできていないわけですよね。結果正答率でいうとね。中学

校になると５０％切っているわけでありまして、本市はまだまだ全国から見たら、まだいいとは

いえ、大きな問題なんだろうなと。それが日本全体の問題なんでありまして、この辺のところは

どう考えていったら、今後どういうふうに授業づくりをしていく予定でございますか。指導とし

て。

【渡邊教育長】

 お考えがありましたら、お願いします。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 この学力調査の問題というのは、文部科学省からのメッセージだというふうに毎回受けとめて

いるところでございまして、つまりここまで学力を、こういった授業づくりをするということが、

求められているというふうに解釈しております。まだＢ問題につきましては、確かに正答率とい

うことで見ますと、半分いっていないということでございますが、目指すところをさらにまた、

出題する側はさらに高めているというような状況にございまして、数学については問題そのもの

もかなり難しい、質を上げた問題といいますか、そうなっているというようなことも聞いており

ますので、少し解説させていただきます。

【宮嶋カリキュラムセンター指導主事】

 先生がおっしゃるとおり、やはり５０％はまだまだ課題があるなというように感じております。

今回の資料２のほうの１３ページ、１４ページをごらんください。取り上げた問題はこれから本

市でも、そういった子どもたちを育てていきたいという問題を取り上げました。それは、上のほ

うの問題で、７センチかける７センチの正方形から１センチ切り取ったところで問題が解決した

後に、自分で２センチになるんだったら、２センチ取ったらどうなるんだろうとか、これが正方

形じゃなかったからどうなるんだろうというように考えられる子どもたちを授業の中で育ててい

きたいなというように考えております。先生に与えられた問題から発展させて、子どもたちがそ

れをもとに、いろいろ算数って本当に自分たちで考えていきたいなというような、そんな授業を

これから目指していきたいなというように考えているところでございます。

【吉崎教育長職務代理者】

 まさにそうでありまして、この１３ページ、状況を変えたらどうなるかというところが、アク

ティブラーニングのポイントなんですね。深い学びって。与えられた問題だけ解いているだけの

もう時代ではありませんよ。自分たちで問いをつくって、条件が変わったらどうなるかという、
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解決策の次の問いをつくれというか、そういう学習が今回のアクティブラーニングの本質なんで

すね。ただ能動的ではなくて。だからそこら辺のところをしっかりメッセージとして本市の先生

方に伝えてほしいなと。ここがまさにポイントなんですね。ぜひ、いい点を言っていただいたと

思うので、そういう授業づくりをしてくださいと言ってください。これはお願いです。私のほう

は結構です。

【渡邊教育長】

 ほかの委員さん、いかがでしょうか。

【中村委員】

 今アクティブラーニングの話が出ましたが、本当にアクティブに動くというのも大事だと思う

んですね。数学のほうを見てみますと、立体ができていないということで、これは体を動かさな

いとできないと言われている分野なので、学力を上げるために、たくさん教えることももちろん

大事なんでしょうけれども、そういうことよりも、もっと体を使って学ぶような学習も必要なの

かもしれないと思いました。その辺はどうでしょうか。

【渡邊教育長】

 お考えがありましたら。

【宮嶋カリキュラムセンター指導主事】

 今回結果を分析しておりまして、小学校のほうのを見ていましたら、直方体の面と面の位置を

理解することができないんだということが、できないというよりも７２％なんですけれども、全

国と比べると６ポイント低いといったときに、中学校の分析を始めて、中学校も立体図形のとこ

ろがやはり６ポイント低いといったときに、これは何か原因があるんじゃないかなというように

考えております。それは小学校段階では実は結構立体をいろいろ箱をもってきたりとか、触れて

さわる機会がございます。ところが中学校では、なかなかそういう機会がなくなり、理論的に考

えるという活動が多くなってくるようになります。両方の活動を相互に関連づけることが大事か

なというように思います。算数、数学の立体を見てそれをイメージするということも非常に大事

だというように考えておりますので、立体に触れて、紙を見ながら、問題を見ながらイメージし

たりとか、中学校では問題を見てイメージした後に、立体に触れて、確認するというようなこと

も必要なのかなというように考えております。

【渡邊教育長】

 何かございましたら。

【中村委員】

 そういう立方体とかももちろん必要なんですけれども、自分の体を使って立体を感じる体験活

動が少ないからということは、よく言われているので、もちろん学力を上げるための時間は必要

なんでしょうけれども、勉強の問題だけではないのかもしれないと思いました。
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【渡邊教育長】

 小学校などごらんになられて、具体的な操作など、どれくらい、どういうふうな状況にあるか

という、何かお感じになったことはありますか。

【宮嶋カリキュラムセンター指導主事】

 小学校の低学年、１年生２年生くらいですと、すごく楽しそうに箱を回しながらとか、こうや

ってはいるんですけれども、なかなか小学校の先生方も低学年を教えている先生が、この学習が

どうつながっていくんだろうというところまで、見通せてないなというようなところを感じてい

るところがございます。本当に子どもたちは楽しそうに学習はしているんですが、その辺は指導

者側も意識して、その箱を動かしたときに、ひっくり返すとか、面と面とを子どもたちが見なが

らやっているときに、その過程を価値づけてあげることがすごく大事だなというように感じてお

ります。

【渡邊教育長】

よろしいですか。ほかの委員さん、いかがでしょうか。

【前田委員】

 国語についてですけど、小学校も中学校も「省く」、「敬う」、いわゆる訓読みのほうが低いとい

うことについて、熟語は音読みは読めて、訓読みというのはどういう分析をされているのか。例

えば「敬う」とか、「省く」という語彙を知らないのか、知っていても漢字と結びつけられていな

いのか、その辺の分析をしないと授業改善につながっていかないのかなと。私が区担で見ていた

ときは小学校も中学校も辞書をしっかり使って、本当に付箋の山になっているんです、辞書が。

ああやって辞書の活用もかなり進んでいるように現場では見えるので、その訓読みのほうが期せ

ずして小中で読めないというのは、どこに原因があるのかというのが１点。

 それから２点目はやっぱりローマ字なんかは生活で生きる力となると、ｔｔだったら今私が来

るときに通った尻手駅なんかもこのｔｔだし、それから交差点のあれも漢字の下にローマ字だし、

だからああいうのを町探検とか小学校では国語だけではなくて、ローマ字の指導にはそういうい

ろんな中で、生活の中で目にしているので、そういうところを意識してやっていくといいのかな

と、そんなことを感じましたけど、いかがでしょうか。

【渡邊教育長】

 訓読みの弱いというお話ですが、その辺はいかがでしょうか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 私たちの今回分析の中では、文脈の中で意味を推測して読んでいくという意味合いが、「敬う」

でありますとか、「省く」といった、こういう文の中でこういう言葉が出てくる、そこの推測がま

だ足りないのではないかと、今分析していましたので、語彙の不足という御指摘をいただいたこ

とを、またこちらでも考えていきたいと考えています。ありがとうございます。

 それで、漢字の定着についてはまだ課題があるということを考えていくと、やはり中学校もも

ちろんそうなんですが、小学校の段階で初めて漢字と出会ったときはとにかく使っていこう、使
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いたい使いたいといって、習った漢字をとにかく書きたいという気持ちがあるときに、先生たち

が漢字をよく使えたねと褒めてあげたりして、文の中で使っていくことを進めていく。だけどそ

のときに子どもがやはり文脈の中で間違った漢字を使ってしまうということがよくありまして、

例えば「狸」と書くときに、小学校１年生が田んぼの「田」を習うと、田んぼの「田ぬき」と書

くわけですね。それはかわいくていいんですが、そこで違うよって言ってしまうだけではなくて、

田んぼの「田」はどういう成り立ちだっけと考えてみると、絵文字のように象形文字から発展し

てきたというようなことを子どもたちがそこで学び、だから狸の「た」に田んぼの「田」を使う

のはおかしいなと判断できるようになったり、また狸という漢字は実は一文字で、獣偏に「里」

とかけば「狸」と書けるんだよなんていうことを教えてあげると、なおさら漢字に興味をもって、

ほかの動物も一文字で書けるのがあるかなと投げかけると、次の日までにお家の人に聞いてきた

り、それから家にある子ども向けの辞書で調べてきたりして、そういうやはり漢字そのものに興

味を持たせていくということと、先ほど御指摘いただいたように、語彙の不足、それから文脈の

中での捉えといったあたりと両方好きになるということ、使って楽しいということ、使うことで

より意味が通じやすくなるといった漢字を使うことのよさを、もっともっと子どもたちに体得さ

せなくてはいけないんだというふうに考えております。

【渡邊教育長】

 二つ目、ローマ字の話がありましたけど、この活用というのはふだん接する機会がどのくらい

なんだろうかという話がありましたけれども、いかがでしょうか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 そうですね、やっぱり意識していかないと、３年生で習ったので、それっきりにならないよう

に、やはり私たちもどうやってそこを重ねて、習得するためには繰り返していかないと、もう忘

れてしまうし、英語まで待っていたら大変ですので、そうするとやはり見つけていくという活動

と、それからつたなくても書いていくという活動を、国語の授業だけではない場で、使っていく

ということがあると思います。例えば外国語活動の時間で外国の方と触れるときに、自分の名前

とか友達の名前とか、それから物の名前をローマ字で書いて先生に例えば日本らしいものを説明

してみるとか、何かそういったようなことで使っていくということと、もう少し身の回りにある

物にアンテナを張って、ローマ字を見つけた、読めたということを理解していくことが大事なの

かなというふうには思っております。

【吉崎教育長職務代理者】

 この件でＩＣＴではローマ字入力はさせていないんですか、本市は。どうなんですか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 進めていて、そちらのほうがいいと考えています。

【吉崎教育長職務代理者】

 そうすると、これ出てきますよね。「hyaku」とか。ローマ字入力で大体覚えているんじゃない、

今の子どもたちは。我々もそうですけれども。間違うこともあるけれど、私たちも。何かその辺
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のところとも関係があるような気がする。今はむしろＩＣＴ活用の中でローマ字というのは覚え

ているんじゃないですか、今の子どもたちは。習得して。その辺はどうなんですか。

【須山カリキュラムセンター室長】 

 そうですね、キーボード入力をするときは、やはりローマ字入力でやってみましょうという投

げかけは。今、平仮名で「つ」とかやらずにというふうには投げかけてはいるところで、確かに

そのあたりとは大きな関連がありますので、小学校３年生で扱うときにもキーボードというのは

必ずセットとなって出てくるかと思います。

【吉崎教育長職務代理者】

 多分これはローマ字を習ったことの習得は、多分ＩＣＴで今やっているんじゃないかと思うん

ですよね。だからＩＣＴが盛んなところはできているんだと思うんですよ。もうキーボード入力、

ローマ字を知っているから。慣れていないところはやっぱり習ったものをまだ習得していません

ので。だからそこはできないんじゃないかなと。多分これすごくそこに不足があると思うのです。

ＩＣＴのキーボード入力の。特につまった字でしょう、できていないのは。そういうところが、

字がダブらないといけないとかね、文字がね。というのがわかればできますよね。

【渡邊教育長】

 小原委員、濱谷委員、お二人の方は御感想でも結構です。いかがでしょう。

【濱谷委員】

 私は特に今までの先生方のお話をもっともだなと思いながら聞きましたけれども、１９ページ

のところの資料２の自尊感情とか、そういう部分がちょっと上がってきているので、これから授

業の理解というところも算数、数学のところは結構中学なんか上がっていますよね。小学校に関

しては横ばいかなという感じはしますけれども、少しずつ気持ちの部分もよくなってきているの

かなというふうにもちょっと思って見せていただきました。これがどんどんよくなっていく方向

にいくといいなと。それによってやっぱり前向きになれたりするので、いいことだなというふう

に思って見ました。

【渡邊教育長】

 小原委員、いかがですか。

【小原委員】

 ローマ字のところで、言われてみればですけれども、自分が小学生のころ壁新聞とか、ああい

うので、それの延長線上でローマ字書きというのを結構やっていたなというのがあったというふ

うに思い出したというのが一つなんですけれども、でも今はＩＣＴの時代なので、恐らくキーボ

ードで打ち込んで指導していくんだろうなというふうに思っていますけれども、考えてみると今

の子どもたちが持っているスマートフォンやその類というのはローマ字の入力はしないんですよ

ね、彼らは。恐らく学校のキーボード、要するにパソコンでしかやることがないのであろうと。

そうなると、かなりふだんからというのは、ふだんは普通に違う打ち込み方をしている、パソコ
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ンを使うときだけローマ字の入力という形になってくるので、結構学校での授業というのが大事

になってくるのかなというふうに思いました。

 あと、これからＩＣＴのものが学校の中に入ってきて、例えばタブレットとかいったときに、

タブレットの入力がどうなっているのかというので、大きく変わってくるのかなという気はする

んですね。タブレットでも普通のスマートフォンみたいに入力ができるものもあれば、ローマ字

のように入力する形もありますし、その辺で使いやすさでいけば、今まで子どもたちが使ってい

るやり方のほうがいいのであろうけど、でもそこはあえてローマ字入力にしていくとかというこ

とをしないと、大人になったとき、パソコンを使ってということが大変になるのかもしれないと

いうふうに思いました。

【渡邊教育長】

 ローマ字入力と学校で使っているタブレットですとか、パソコンと少し関係して、改めて捉え

ていただいてもいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

 一通り御発言いただきましたけれども、それではただいまの報告事項 No.２については承認で

よろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】 

 それでは、No.２は承認といたします。

報告事項 No.３ 平成２８年度優良ＰＴＡ被表彰団体の決定について 

【渡邊教育長】

次に、「報告事項 No.３ 平成２８年度優良ＰＴＡ被表彰団体の決定について」ですが、生涯学

習推進課長お願いいたします。

【池之上生涯学習推進課長】

「報告事項 No.３ 平成２８年度優良ＰＴＡ被表彰団体の決定について」、御報告させていただ

きます。

 今年度は、４月２７日に「市の優良ＰＴＡ表彰候補団体選考委員会」を開催し、各区ＰＴＡ協

議会から推薦のありました計１４団体の中から、文部科学大臣表彰推薦団体２団体、神奈川県教

育委員会表彰推薦団体５団体を選出し、神奈川県教育委員会へ推薦しておりましたが、このたび

被表彰団体の決定について通知がございました。

 はじめに、３ページの「優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰要項」をごらんください。文部科学大臣

表彰は、ＰＴＡの健全な育成、発展に資することを目的に、２の表彰基準にございますとおり、

組織、運営、活動の面から優秀な実績を挙げているＰＴＡ団体を表彰するものでございます。

 次に、４ページの「優良ＰＴＡ神奈川県教育委員会表彰要綱」をごらんください。第２条推薦
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基準につきましては、文部科学大臣表彰の表彰基準と同様の基準となっており、こちらも組織、

運営、活動の面から優秀な実績を挙げているＰＴＡ団体を表彰するものでございます。

 それでは、１ページにお戻りください。項番１の文部科学大臣表彰についてでございますが、

本市から推薦いたしました、表に記載の２団体が、神奈川県教育委員会の選考委員会を経て、文

部科学大臣へ推薦され、このたび被表彰団体として決定されたところでございます。表彰式は１

１月１８日金曜日、ホテルニューオータニにてとり行われる予定でございます。

 次に、項番２の神奈川県教育委員会表彰についてでございますが、本市から推薦いたしました

表に記載の５団体が、被表彰団体として決定されたところでございます。表彰式は１１月１８日

金曜日、神奈川県庁にてとり行われる予定でございます。

 なお、御参考までに、社団法人日本ＰＴＡ全国協議会会長表彰についてでございますが、こち

らにつきましては、川崎市ＰＴＡ連絡協議会が推薦していた表に記載の２団体が被表彰団体とし

て決定しており、表彰式は文部科学大臣表彰と同日、ホテルニューオータニでとり行われること

を申し添えます。

 ２ページには、被表彰団体の業績を添付しておりますので、後ほど御参照ください。

 以上で報告事項 No.３の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

 以上のとおり御説明いただきました。何か御質問などがありましたらば、お願いいたします。

 特によろしいでしょうか。

 それでは、改めて報告事項 No.３、承認でよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】 

 それでは、報告事項 No.３は承認といたします。

７ 議事事項Ⅰ 

議案第４５号 平成２９年度川崎市立高等学校入学定員について

【渡邊教育長】

 次に、議事事項のⅠに入ります。

 「議案第４５号 平成２９年度川崎市立高等学校入学定員について」、説明を指導課長にお願い

いたします。

【渡辺指導課長】

それでは、「議案第４５号 平成２９年度川崎市立高等学校入学定員について」、御説明申し上

げます。

既に「平成２９年度川崎市立高等学校入学の募集及び選抜要項」につきましては、６月の教育
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委員会定例会におきまして可決をいただいておりまして、本日は「平成２９年度川崎市立高等学

校の入学定員」についてお諮りするものでございます。

 議案の御説明に入る前に、前年度に行われました平成２８年度入学者選抜の結果について御説

明したいと存じます。

はじめに県内における状況について御説明いたします。２ページの「資料１ 県内公立中学校

卒業者の進路状況別進学率」をごらんください。平成２８年３月の県内公立中学校卒業者数の実

績は、表の左下にありますように、７万３９７人で、そのうち全日制公立高校に進学した者は、

目標値の４万３，３５０人より１７８人多い、４万３，５２８人、全日制私立高校に進学した者

は、目標値の１万４，０００人より５２１人多い、１万４，５２１人でございました。

 それに県外等の全日制高校に進学した者、５，９６５人を加えた結果、全日制進学率は前年比

で０．７ポイント増の９０．９％となり、５年連続で増加となった上、過去１０年間においても

最も高い数値となりました。これは全日制進学率の向上を推進するために、公立と私立が協調し

て定員計画を策定してきた成果であると捉えております。

 次に、３ページの資料２をごらんください。平成２８年度の市立高等学校における入学者選抜

の結果について御説明いたします。まず、全日制課程についてでございます。普通科を設置して

いる学校は、川崎高校・橘高校・高津高校でございますが、各校における普通科への志願者数は

募集人員を大きく上回り、軒並み高い競争倍率となりました。専門学科においても、おおむね募

集人員を上回る志願者が集まっており、一部では競争倍率が１．５倍を超える学科もございまし

た。

 その一方で、共通選抜において合格者数が募集人員に満たなかったのは、商業高校のビジネス

教養科、川崎総合科学高校の総合電気科、建設工学科の３学科でございましたが、二次募集を行

った結果、最終的に欠員はございませんでした。

 次に、定時制課程について御説明いたします。川崎高校は昼間部を有する二部制定時制でござ

いますので、全日制課程と同様、募集定員の１００％を募集人員として共通選抜を実施いたしま

した。その結果、昼間部・夜間部ともに合格者が募集人員に満たなかったため二次募集を行い、

最終的には夜間部において欠員が生じました。

 川崎高校を除いた４校につきましては、募集定員の８０％の共通選抜と募集定員から共通選抜

合格者数を引いた定通分割選抜を実施いたしましたが、４校全てにおいて合格者が募集人員に満

たなかったため、二次募集を行い、最終的には４校ともに欠員が生じました。

 その結果、ごらんいただいている表のとおり、川崎高校昼間部を除く全ての夜間部において、

欠員が生じている状況でございます。

 以上が平成２８年度の入学者選抜の結果となります。

 次に、４ページの資料３をごらんください。平成２９年度の入学定員について御説明いたしま

す。

 まず、県内公立中学校卒業予定者数についてでございますが、上の表の「Ｈ２９．３月」の欄

にあるとおり、６万９，８７８人と見込んでおります。これは前年度実績より５１９人の減少を

見込んでいるわけでございますが、川崎市における公立中学校卒業予定者数は、前年度実績より

２６名減少の９，７６６人と、ほぼ横ばいの状況になることを見込んでおります。

 次に、県内公立高等学校の入学定員計画の策定につきまして、御説明いたします。神奈川県に

おける公立高等学校の入学定員計画は、公立、私立高等学校の設置者及び代表者で構成される「神



16

奈川県公私立高等学校設置者会議」において策定されており、ごらんいただいている資料は去る

９月６日に行われました「第２回神奈川県公私立高等学校設置者会議」の資料の抜粋でございま

す。

 平成２９年度公私立高等学校生徒全日制入学定員の目標設定の考え方及び計画についてでござ

いますが、黒丸の一つ目にあるとおり、「全日制進学率の向上を推進するため、公私各々が自らの

責任として実現を目指す定員目標を明確にした上で、その実現に最大限の努力をする」という考

えに基づき、公立高校全日制の目標設定を黒丸の三つ目にあるとおり、「公立中学校卒業予定者の

動向及び定時制における課題の解消に対応できるよう定員枠を確保することとし、平成２９年度

における入学定員目標を４万３，２５０人程度としたところでございます。これは前年度の目標

値よりも１００人の減となりますが、卒業予定者を５１９人の減少と見込んでおりますので、割

合で見ますと、昨年度比で０．３ポイント増の６１．９％となります。

 また私立の入学定員目標は、黒丸の四つ目にあるとおり、１万４，５００人程度としており、

前年度の目標値よりも５００人の増、卒業予定者の割合で見ても、前年度比で０．９ポイント増

の２０．８％としております。今後は公立と私立が互いにこの目標値の実現に向けて努力するこ

とで、さらに全日制進学率の向上が図られるものと見込んでおります。

 それでは１ページの議案書を平成２９年度川崎市立高等学校入学定員（案）にお戻りください。

まず１の全日制過程の入学定員についてでございます。先にも述べましたとおり、県内全域にお

ける公立中学校卒業予定者数は５１９人の減少となりますが、川崎地域における公立中学校卒業

予定者数はほぼ横ばいの状況であることから、平成２９年度入学者選抜における定員につきまし

ても、昨年度と同規模で対応することとし、全日制全体における入学定員の合計を１，２８０人

といたします。

 ただし、川崎高校普通科につきましては、附属中学校から１期生である卒業生が３学級進学し

てまいりますので、募集する学級数は１学級、募集定員は転編入学二人を減じた３８人といたし

ます。したがいまして、全日制全体としての募集学級数は２９学級、募集定員は１，１４０人と

なります。なお６月の教育委員会定例会におきまして御説明いたしました幸高校につきましては、

全体の入学定員は昨年度と同じ６学級２４０人とし、その内訳につきましては、普通科２学級、

ビジネス教養科４学級の募集といたします。

 次に２の定時制過程の入学定員についてでございます。先ほども御説明したとおり、神奈川県

公私立高等学校設置者会議おいては全日制進学率の向上を目指すことを目標としており、その成

果として近年は全日制進学率が向上し、定時制の欠員が増加している現状でございます。平成２

９年度の入学者選抜においても、引き続き全日制進学率の向上を目指すこととしておりますので、

想定どおり全日制進学率が向上するようであれば、定時制過程においては、平成２８年度同様に

欠員が生じることも想定されます。

 その一方で定時制を受験した中学生のうち、定時制への進学を希望していた者の割合は増加傾

向にあり、定時制進学希望者へのニーズにもしっかりと対応していくことが求められております。

定時制への進学率は景気の動向など、各家庭の経済状況に左右されやすい面があり、仮に私立高

校への進学率が減少したとすれば、公立高校への志願者数が増加することも想定され、定時制へ

の志願者数が増えることも考えられます。

 また県内公立中学校における卒業者数は前年度比で５１９人の現象と見込んでおりますが、川

崎市立における卒業者数は２６人の減少と、ほぼ横ばいの数値になることが見込まれており、仮
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に定時制への志願者がふえたとしても、市立高校としてセーフティネットの機能が十分果たせる

ようにするために、平成２９年度入学者選抜における入学定員は昨年度同様全体として１１学級

３８５人といたします。

 なお入学定員につきましては、神奈川県、横浜市、横須賀市においても先にお示ししました公

立高校の目標値にあわせて協議調整を行った上で、それぞれが県立高校、市立高校の募集定員を

設定いたします。本議案の可決をいただきましたら、それぞれが制定した募集定員の結果につき

まして、県と３市合同で今月中に公表する予定でございます。

 最後に一番後ろに参考資料として、平成２９年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選

抜の概要を添付してございますので、御参照いただければと存じます。

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

 高校の入学定員についてでございますけれども、御質問また御意見等がございましたらば、お

願いいたします。

【濱谷委員】

 川崎高校の定員の中に中学校から上がっていくお子さんが３クラス分って、その方たちは入学

試験とかなしでいくわけですね。

【渡辺指導課長】

 はい、そうです。附属中学校で入学するときから、もうそのまま試験なしで高校を迎えるとい

うことです。

【濱谷委員】

 中学校に入学するときに試験があって入っているので。

【渡辺指導課長】

 そのまま中学校３年間、高校３年間、計６年間をそのまま継続していきます。

【濱谷委員】

 継続して。あとの４０人を試験でということですね。わかりました。

【小原委員】

 同じく川崎高校の普通科なんですけれども、中学校から上がるということで、２８年度は１５

８人の募集人数から３８まで下がっても、どれくらいの倍率になる可能性があると思っています

か。

【渡邊教育長】

 いかがでしょうか。まだ難しい部分があるでしょうけれども。
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【小原委員】

 というのは、中学校から１２０名上がってくるということは、中学校の時点でこの高校に行く

ことがある程度予想されていないと、まず高校から入ることは難しいという答えになりますよね。

そうなると小学校から、川崎高校の中学に入っていないと、かなり高校から行くことは大変なこ

とになるというふうになりますので、定員自体はある程度は枠というのは決められているのかも

しれないですけれども、もう少し何か高校からでも入れるような方法があればいいのかなという

ふうには。これは単純な私の感覚、感じ方ということで受けとめていただければと思うのですけ

れども。

【渡邊教育長】

 難しくなるということで志願者が減少するんじゃないかという、そういう御心配ですか。

【小原委員】

 １年目は多分そこそこあると思うんですけれども、多分次はまず高校からは入れないという感

覚になるのかなと。川崎高校の普通科は難しいだろうと、倍率が高くてというふうになるかなと

思っていて。そもそも募集の定員自体が少ないというふうになりますので、だったら中学のうち

にここに入っておかなきゃいけないという感覚になってくるかなと。これからは。そういうふう

に感じてはいるんですけれども。

【渡邊教育長】

 御感想をいただきましたけれども、まだ特にあれですよね。何か動向について調査などしてい

るわけではないですよね。

【吉崎教育長職務代理者】

 その点なんですけどね、中高一貫校ではないわけですよね、川崎は。普通科は。

【渡辺指導課長】

 いえ、中高一貫校です。

【吉崎教育長職務代理者】

 一貫校というのは、一貫校カリキュラムではないですよね。だから相模原中等教育学校みたい

な一貫校ではないですね。県立でもありますけれども、お隣に。だからそうなると、あそこはあ

の場合だと５年でカリキュラムが終わってしまって、６年は独自なカリキュラムになっているん

ですね、相模原中等教育学校は。私は非常に評価しているんですけどね。

 そういうわけではないので、中学校３年やってきた人は、高校の内容は先取りしていませんよ

ね、一切。誰に聞いていいか、これ入試の問題ではないので、それで次の質問になるんだけど。

先取りしていませんね。

【渡邊教育長】

 現在の教育課程について、一部確認しましょう。いかがですか。
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【濱野指導課指導主事】

 中学校のとおりのままです。多少発展した内容になっているようですが、高校の教科書を先に

やっているということはしておりません。

【吉崎教育長職務代理者】

 していないですね。だからそうすると中学校から３クラスが上がってきて、高校で１クラスと

りますね。これは混ぜるということになりますね。別々じゃないですね。

【濱野指導課指導主事】

 高校１年生のときには別にするという話を聞いております。２年生からクラス編制で混ぜてい

くということです。

【吉崎教育長職務代理者】

 ああそう、１年生だけは、中学校３年はそのまま上がってきて、１クラスだけは別なの。それ

はなぜ、理由か何かありますか。

【濱野指導課指導主事】

 最初は混ぜるという話もあったようですが、これまでのことも踏まえて、外から入ってきた子

たちにも市立川崎のことをきちんと教えることを考えて、１年目は分けるというお話を聞いてお

ります。２年以降は混ぜて進めていくと聞いております。

【吉崎教育長職務代理者】

 ということは先取りはしていないんですね。２年生で混ぜられるということだからね。これ両

方メリット、デメリットがあるんですけれどもね。私立に対抗するための公立の、何ていうんで

すか、公立の復権といいますか、これが東京も動いてきまして。私は決して中高一貫は公立もい

いと思っていて、私は実はそのほうに賛成の考えなんですが。本市の場合は、いわゆる３クラス

と１クラスという混ぜた形になって、先取りは中学校ではしていない。だから入ってきてもいい

と。

 ただ、１クラスなので小原委員が言ったように、非常に微妙な倍率というか、受験指導のほう

が少ないので微妙ですよね。４０名弱ですからね。だからどの子が来ていいかわからないという

か、どのレベルが。これは今回初めてですね。上がってきて。だから最初ちょっと混乱があるか

なという気が私はするんですが。

 つまり、どういうことを言っているかというと、もし受けて落ちちゃった場合は、どうなるん

ですか、公立。

【濱野指導課指導主事】

 ほかの公立を受けているのと同じパターンになりますので、私立を併願している子はそちらと

いうこともあります。また、定通の分割選抜がその後にあります。ですから、外部の子は普通の

高校を受けるのと同じで、ただ単に市立川崎は１クラスしか募集がないということになります。
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【吉崎教育長職務代理者】

 ないですよということの覚悟で受けてくださいと。今小原委員が言ったように難しいですね、

これ指導するほうが。この辺はどういうふうに考えている。１クラスだけ公立が募集するという

のは。なぜかというと結構魅力的は魅力的でしょう。子どもたちにとっても学校もね。結構今見

ると、偏差値も結構いいところきていますよね。だから非常に微妙だなというふうに私も思って

いるんですが、何か見通しはありますか。もう一度聞きますけれども。

【濱野指導課指導主事】

 外部の中学生に向けての説明会等では、多くの参加者がいて、中には中学受検のときに受から

なかった子たちがもう一回チャレンジしたいという子もたくさんいたようです。ただ、やはり倍

率によるので、志願変更のときに、あふれたら逃げてしまう子がいるのではと思います。

【吉崎教育長職務代理者】

 そこで移動ができるから。

【濱野指導課指導主事】

 はい。中学校の先生の話では逆に怖がって最初から受けない子もいて、微妙なようです。中学

校も初めてなので、心配しています。恐らく志願変更のときに移動があるのではないかという話

は聞いております。

【吉崎教育長職務代理者】

 １回目はちょっと混乱がありますかね。安定するまで。つまり２クラス取るというわけにはい

かないの。つまり倍に。２クラス分取るというのは難しい、いろんな施設の関係もあって。

【濱野指導課指導主事】

 はい、そうです。

【吉崎教育長職務代理者】

 そうですね。学校数がすごく大きくなってしまいますものね。普通、ここは生活と福祉がある

からね。普通科だけだったら、今の話はできるんだけど。難しいですね。ちょっと様子を見せて

いただくしかない。

【濱谷委員】

 それしかないですね。何か入ってくる子が少ないから、前からいる子は１２０人いて、４０人

新しい子が入る。何か半々くらいだと、混ぜたときも何か違和感なく混ざりそうな気がするけど、

どういうふうになっていくのかなというのは、ちょっと心配な部分があるかなというふうに、ち

ょっと思っちゃったんですけど。だから、吉崎委員がおっしゃったように２クラス分で８０人く

らいなら、１２０対８０くらいなら混ざったときもいいかなとちょっと思いました。
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【吉崎教育長職務代理者】

 そうすると、あまりあれだと附属中をつくったという特色が出にくいというのはわかるのね。

高校のね。僕も事情はよくわかるんで。苦しいところですね、なかなかね。

【渡邊教育長】

 また実際入試が終わってからですね。どのような状況だったのか、御報告いただければありが

たいと思います。

 ほかの委員さんはよろしいですか。

 それでは、ただいまの議案第４５号ですが、原案のとおり可決でよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】

 それでは、原案のとおり可決といたします。

議案第４６号 平成２９年度川崎市立特別支援学校高等部の入学者の募集人数について

議案第４７号 平成２９年度川崎市立聾学校幼稚部の入学者の募集人数について

【渡邊教育長】

 次に、「議案第４６号 平成２９年度川崎市立特別支援学校高等部の入学者の募集人数につい

て」、及び「議案第４７号 平成２９年度川崎市立聾学校幼稚部の入学者の募集人数について」で

ございますが、この議案２件についてですが、これらはいずれも、特別支援学校の入学者の募集

人数に関する議題となりますので、これら一括して審査したいと思いますけれども、御異議ござ

いませんでしょうか。

【各委員】

 ＜了承＞

【渡邊教育長】

それでは、異議なしとしまして、一括して審議してまいります。

 まず説明を、指導課担当課長にお願いいたします。

【増田指導課担当課長】

では、まず「議案４６号 平成２９年度川崎市立特別支援学校高等部の入学者の募集人数につ

いて」でございます。６月の教育委員会定例会で可決いたしました「『平成２９年度 川崎市立特

別支援学校高等部（知的障害教育部門）』、『同 分教室』、『田島支援学校（肢体不自由教育部門）

（訪問教育部門）』及び『聾学校高等部』の入学者の募集及び選抜要綱」において、後日定めると

しておりました募集人数につきまして、本日御提案させていただきます。
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 特別支援学校高等部（知的障害教育部門）入学選抜の基本的な考え方につきましては、県立の

特別支援学校と同様、知的障害のある者のうち、特別支援学校（知的障害教育部門）への入学希

望者全員を受け入れるよう、県と連携し、募集人数を決めさせていただいております。また、肢

体不自由教育部門、訪問教育部門、聾学校におきましても、志願状況を踏まえ、募集人数を決め

させていただいております。

 平成２９年度川崎市立特別支援学校高等部の入学者についてでございますが、現在までの各学

校への志願状況等を勘案しまして、知的障害教育部門につきましては、募集人数を川崎市立中央

支援学校高等部４４人、川崎市立中央支援学校高等部分教室２４人、川崎市立田島支援学校高等

部５０人とします。

 参考として、次ページ資料１をごらんください。平成２８年度の川崎市立及び県立特別支援学

校（知的障害教育部門）の入学選抜の結果でございます。志願者が募集人数より上回った、中央

支援学校高等部分教室につきましては、選考の結果、１６人が前期選抜試験を経て入学すること

になりました。漏れてしまった７人につきましては、１名が各種学校へ、６名は後期選抜を経て

他校へ入学することになりましたので、特別支援学校（知的障害教育部門）を志願したもの全員

がいずれかの学校へ入学しているところでございます。

 ここで資料の訂正を一つさせていただきます。「麻生養護学校本石川分教室」の「本」の字が「元」

という字ですので、申しわけございません。訂正をよろしくお願いいたします。

 お戻りいただきまして、次に、肢体不自由教育部門、訪問教育部門につきましては、現時点で

の志願相談等の状況から、おおよその志願者数が把握できましたので、募集人数を川崎市立田島

支援学校高等部（肢体不自由教育部門）６人、（訪問教育部門）６人といたします。

 川崎市立聾学校につきましても、同様に募集人数として、普通科８人、ライフクリエイト科８

人といたします。

 続きまして、「議案第４７号 平成２９年度川崎市立聾学校幼稚部の入学者の募集人数につい

て」でございます。川崎市立聾学校の幼稚部募集人数につきましては、現在の志願状況から、５

人といたします。

 説明は以上になります。審議のほどよろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

 議案第４６号並びに議案第４７号について説明いただきました。御意見、御質問などございま

したらば、お願いいたします。

【中村委員】

 特別支援学校の場合は本人や保護者の意向を可能な限り尊重して、個々の障害の状況とかを総

合的に考えて人数を決めていかれると思うんですけれども、そうすると、川崎市中央支援分校の

志願者数と募集人数がどうしてこんなに変わってしまったのかというのがちょっと疑問だったん

ですけれども。普通だったら大体同じくらいになりそうな気がしたんですけれども。

【増田指導課担当課長】

 分教室につきましては、選抜試験がございまして、御本人たちの希望とそれから学校の受け入

れる物理的な数が、教室数が限られておりましたので、そういう形の中で選抜試験をさせていた
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だいております。２３人、当時、昨年度でしょうか、希望されたうちの物理的な数字として１６

人で教室が限界でございましたので、そういう形での選抜試験をさせていただきました。

【中村委員】

 なかなか難しいですね。物理的な問題もあり、入れられないということもあるでしょう。それ

では、受験する前の事前相談とかは、どうされていたのでしょうか。

【増田指導課担当課長】

 そのお子さんが、生徒がどこの教育課程が一番ふさわしいかということにつきましては、学校

見学等、あるいは体験等をしていただきまして、保護者の方、それから中学校の先生方も一緒に

なって考えていただいております。そういう結果の中で志願を希望する方を募集しておりますの

で、この結果として２３人のこの年は希望があったということになってございます。

【渡邊教育長】

 よろしいですか。また別の機会にでも高等部の教育課程といいましょうか、どういう学習を進

めているのかなど御説明していただけると、もう少し理解が深まるかと思いますので、何かいい

機会がありましたらば、お願いいたします。

 ほかの委員の方、よろしいでしょうか。

 それでは、採決に入りますけれども、採決は４６号、４７号、別に行ってまいりたいと思いま

す。

 まず、議案第４６号ですが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】

 それでは、議案第４６号は原案のとおり可決いたします。

 続きまして、議案第４７号ですが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】

 では異議なしとして、４７号も原案のとおり可決といたします。



24

議案第４８号 川崎市市民館使用規則の一部を改正する規則の制定について

議案第４９号 川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正する規則の制定について

議案第５０号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて

【渡邊教育長】

 次に、「議案第４８号 川崎市市民館使用規則の一部を改正する規則の制定について」、「議案第

４９号 川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正する規則の制定について」及び「議案第５０

号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」、こ

の三つの議案についてでございますけれども、これらはいずれも施設の使用料金等の改定に関す

るものでございますので、一括して審査をしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

【各委員】

 ＜了承＞

【渡邊教育長】

 それでは、一括して審議をさせていただきます。

 まず、説明を庶務課担当課長にお願いいたします。

【山田庶務課担当課長】

 それでは、「議案第４８号 川崎市市民会館使用規則の一部を改正する規則の制定について」、

「議案第４９号 川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正する規則の制定について」及び「議

案第５０号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」につきまして御説明申し上げます。これら３つの議案につきましては、平成２８年８月９

日の教育委員会臨時会におきまして御審議いただきました「川崎市市民館条例の一部を改正する

条例の制定について」等の条例案が平成２８年第３回市議会定例会におきまして可決・成立いた

しましたことから、同様の趣旨に基づき設備の使用料を改定等とするものでございますので一括

して御説明申し上げます。

 初めに、「議案第４８号 川崎市市民館使用規則の一部を改正する規則の制定について」につき

まして御説明申し上げますので議案書の６ページをごらんください。制定理由でございますが、

「市民館の使用料を改定するため、この規則を制定するもの」でございます。

 続いて７ページをごらんください。新旧対照表でございます。この規則は川崎市の市民館の管

理及び運営について必要な事項を定めており、表の左側が改正後、右側が改正前の条文でござい

ます。第７条をごらんください。この条文は、使用料の減免について市がその事務事業のために

使用するときなどに該当する場合に、市民館の施設及び設備の使用料の５割相当額を減額するこ

とを定めており、使用料の改定に伴い使用料の５割相当額を減額する際に生じる１円未満の端数

を切り捨てるとする規定の整備を行うものでございます。

 次に第１３条は、施設及び設備の使用中止を届け出た場合の使用料の還付について定めており、

第１項の表のとおり大ホールにあっては使用日前４箇月までに使用中止を届け出た場合には５割

相当額を還付するとしており、使用料の改定に伴い５割相当額を還付する際に生じる１円未満の
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端数を切り捨てるとする規定の整備を行うものでございます。

 次に、８ページから１３ページまでにかけてございます別表の「市民館設備使用料」について

は、１割増額した金額に改めるものでございます。

 最後に、１３ページをごらんください。備考第２項は、使用許可の時間を超えて使用する場合

は、超過時間１時間につき、規定使用料の２割相当額を増徴するとしており、使用料の改定に伴

い規定使用料の２割相当額を増徴する際に生じる１円未満の端数を切り捨てるとする規定の整備

を行うものでございます。

 恐れ入りますが、５ページにお戻りください。附則でございますが、第１項においてこの規則

の施行期日を平成２９年４月１日とし、第２項において、この規則の施行の際現に使用許可を受

けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例によるとする経過措置を定め

るものでございます。

 次に、「議案第４９号 川崎市教育文化会館使用規則の一部を改正する規則の制定について」に

つきまして御説明申し上げます。議案書の６ページをごらんください。制定理由でございますが、

「教育文化会館の使用料を改定するため、この規則を制定するもの」でございます。

 続いて、７ページをごらんください。新旧対照表でございます。この規則は、川崎市教育文化

会館の管理及び運営について必要な事項を定めており、表の左側が改正後、右側が改正前の条文

でございます。第７条は使用料の減免について、第１３条は使用料の還付について定めており、

いずれも施設、設備使用料の減免及び還付の際に生じる１円未満の端数を切り捨てるとする規定

の整備を行うものでございます。

 次に、８ページから１３ページまでにかけてでございます別表の「教育文化会館設備使用料」

については、１割増額した金額に改めるものでございます。

 最後に、１３ページをごらんください。備考第２項は、使用許可の時間を超えて使用する場合

は、超過時間１時間につき規定使用料の２割相当額を増徴するとしており、使用料の改定に伴い

規定使用料の２割相当額を増徴する際に生じる１円未満の端数を切り捨てるとする規定の整備を

行うものでございます。

 恐れ入りますが、５ページにお戻りください。附則でございますが、第１項においてこの規則

の施行期日を平成２９年４月１日とし、第２項において、この規則の施行の際現に使用許可を受

けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例によるとする経過措置を定め

るものでございます。

 最後に、「議案第５０号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について」につきまして御説明申し上げますので議案書の２ページをごらんください。

 制定理由でございますが、「有馬・野川生涯学習支援施設条例の一部改正に伴い、利用料金の減

免について所要の整備を行うため、この規則を制定するもの」でございます。

 続いて３ページをごらんください。新旧対照表でございます。この規則は、川崎市有馬・野川

生涯学習支援施設の管理及び運営について必要な事項を定めており、表の左側が改正後、右側が

改正前の条文でございます。第１１条は利用料金の減免について定めており、窓口での利用料金

の徴収を１０円単位としておりますことから、利用料金の改定に伴い、利用料金を減額する際に

生じる１０円未満の端数を切り捨てるとする規定の整備を行うものでございます。

 恐れ入りますが、１ページにお戻りください。附則でございますが、第１項においてこの規則

の施行期日を平成２９年４月１日とし、第２項において、この規則の施行の際現に利用許可を受
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けている者の当該利用許可に係る利用料については、なお従前の例によるとする経過措置を定め

るものでございます。

 以上、議案第４８号から議案第５０号までについて御説明申し上げました。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【渡邊教育長】

 ただいまの議案３件について一括して説明をいただきました。御意見、御質問等ございました

らばいずれでも結構でございますのでお願いいたします。

【中村委員】

 １０月から委員になったのでよくわかっていないんですけれども、金額が上がるということは

もう決定ですか。

【渡邊教育長】

 改めてそこの説明をお願いします。

【池之上生涯学習推進課長】

 川崎市の公の施設につきましては、これまで他都市との使用料の水準差とかを見ながらいろい

ろ改定の経過がございますが、平成２６年７月に財政局のほうから全庁的な取組として「使用料・

手数料の設定基準」と、これは先日、委員の皆様方にはお渡ししたものなんですけど、こういっ

たものを川崎市として公表したところでございます。基本的にはこの「使用料・手数料の設定基

準」の考え方に基づいて、今後、川崎市の公の施設については改定のタイミングを検討していく

ということで全庁的に決まったところでございます。したがいまして、９月の議会におきまして、

条例議案を上程したところでございますが、この「使用料・手数料の設定基準」はもともと２６

年７月に公表された考え方でございますので、今般この考え方に基づいて、本来公費を充てる範

囲と受益者が負担すべき範囲はどの程度のものかというのをこの考え方に基づいて算出しており

ますので、市民館等においては全体のコストの２５％程度を市民の方々に御負担いただくのが適

当と判断されたところでございますので、２５年度と２６年度の決算額ベースの数字を当てはめ

て支出に対してどれだけの費用負担を市民の方にお願いしているかといったところをはじき出し

たところ、２５％の標準的な受益者負担割合に対して、市民館、教育文化会館等につきましては

１８．５％ということで、あと６．５％の乖離があったところでございます。この６．５％の乖

離を埋めるために今回使用料の改定条例のほうを挙げて、なおかつ施設に附帯してございます設

備についても同様の考え方で本来６．５％ですから、この乖離を埋めるには約１．４倍の改定を

しなければいけないところでしたが、市民の方々が皆様御利用される施設でございますので、利

用者の負担を一気に上げるものはどうかという考え方がございますので１．１倍ということで、

全庁的に１．１という幅で引き上げの改定をしたところでございます。条例につきましては、こ

の１０月１７日に可決されてございますので、それを受けて教育委員会規則のほうで設備の使用

料についても同様の考え方で改正をお願いするところでございます。

 以上でございます。
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【渡邊教育長】

 これでおわかりいただけましたか。

【中村委員】

 もう条例で決まったということですね。

【渡邊教育長】

 そうですね、はい。前提となるものが決まっていて、それに伴って規則改正を図るというのが

今回の提案にはなっていますね。よろしいですか。

 ほかの委員さん、いかがでしょうか。

【小原委員】

 ４８、４９、５０号とどれもそうなんですけど、附則の経過措置のところなんですけど、単純

に文書だけのお話なんですけど、「この規則の施行の際現に使用許可を受けている」というような

表現になるところですけど、ここは、句読点とか入らないですか。

【池之上生涯学習推進課長】

 この辺のところについては法制執務の考え方がございまして、委員がおっしゃるように、点が

入っている附則の規定がおかれているときもありますし、逆にこのような形で、点がない形でさ

れている場合もございまして、ちょっと難しいんですけど、その時代時代に、点があったりなか

ったりする状況がございまして、現行、川崎市の条例の附則もそうですが、点のついてない形で

規定していることが多くございますので、このような形にさせていただいたところでございます。

【小原委員】

 わかりました。ありがとうございます。

【渡邊教育長】

 それではよろしいようでしたらば、改めて議案第４８号から順に採決に入りたいと思います。

 まず、議案第４８号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか

【各委員】

 ＜可決＞

【渡邊教育長】 

 それでは、異議なしとして議案第４８号は原案のとおり可決いたします。 

 次に議案第４９号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜可決＞
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【渡邊教育長】 

 こちらも異議なしとして議案第４９号は原案のとおり可決いたします。

 次に議案第５０号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜可決＞

【渡邊教育長】 

では、こちらも異議なしとして、議案第５０号は原案のとおり可決いたします。

【渡邊教育長】

それでは、傍聴人の方に申し上げます。会議開催当初にお諮りして決定したとおり、これから

は、非公開の案件となりますので、「川崎市教育委員会傍聴人規則」第６条の規定に基づきまして、

傍聴人の方は御退席くださるようお願いいたします。

＜以下、非公開＞

８ 報告事項Ⅱ

報告事項 No.４ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

【渡邊教育長】

それでは、報告事項Ⅱに入ります。

「報告事項 No.４ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」、説明を

庶務課担当課長にお願いいたします。

【山田庶務課担当課長】

 「報告事項 No.４ 地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」御説

明申し上げます。お手元の報告事項 No.４をごらんください。

 「市長の専決事項の指定について第２項による専決処分」でございます。専決年月日は、「平成

２８年８月１６日」、損害賠償の額は「３１万円」でございます。

 事案の概要でございますが、「平成２８年３月、平成２８年度神奈川県公立高等学校入学者選抜

学力検査において、本市職員が、採点を誤ったため、市立高等学校に入学を希望していた被害者

が不合格となり、当該被害者が、既に合格していた私立高等学校の入学金を支払うこととなった

もの」でございます。

市の法的責任でございますが、本件入学金につきましては、採点を誤らなければ払わないもの

であって被害者にとって損害であることから、川崎市に国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠

償責任があることを認めたものでございます。
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 こちらの専決処分につきましては、１１月から開催される平成２８年第４回市議会定例会に報

告される予定となっております。以上でございます。

【渡邊教育長】

 以上のとおりの説明でございますが、何か御質問などございましたらばお願いいたします。

【吉崎教育長職務代理者】

 この生徒はその後、市立高等学校に入学してるんですか。

【山田庶務課担当課長】

 入学いたしました。

【吉崎教育長職務代理者】

 ああ、そうですか。

 それまでの私立高校に払った授業料のほうの話は大丈夫なんですか。

【山田庶務課担当課長】

 入学金以外にも手続の際に支払う金額というのはございますけれども、それらにつきましては、

全部返還をいただいたところです。

【吉崎教育長職務代理者】

 ああ、そうですか。

【山田庶務課担当課長】

 入学金につきましては、最高裁の判例にもございますが、いろいろな準備金として、また、そ

の受験者がそこの学校に入る権利を取得するという意味での金額でございまして、それは本人一

度支払ったものは本人に返す必要がないという判例となっておりますので、そこは返還がいただ

けなかったということでございます。

【吉崎教育長職務代理者】

この生徒は４月から入学できているんですね、市立高校に。

【山田庶務課担当課長】

 はい。市立高校に。

【吉崎教育長職務代理者】

ですから、その払った入学金だけが返ってこないのでその分だけはこちらで対処するというこ

とでよろしいんですか。

【山田庶務課担当課長】
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 はい。

【吉崎教育長職務代理者】

わかりました。

【渡邊教育長】

 ほかの委員の方、よろしいですか。

 それでは、ただいまの報告事項 No.４でございますが、承認してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜承認＞

【渡邊教育長】

 それでは、報告事項 No.４は承認といたします。

報告事項 No.５ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の専決事項の報告について 

山田庶務課担当課長、野本庶務課長が説明した。

報告事項 No.５は承認された。

報告事項 No.６ 平成２８年度川崎市教育委員会職員（建築職）採用選考の実施について 

【渡邊教育長】

 次に、報告事項の No.６に移ります。「報告事項 No.６ 平成２８年度川崎市教育委員会職員（建

築職）採用選考の実施について」でございます。説明を庶務課長にお願いいたします。

【野本庶務課長】

 それでは、「報告事項 No.６ 平成２８年度川崎市教育委員会職員（建築職）採用選考の実施」

につきまして御説明をさせていただきます。

 初めに１の経緯及び趣旨でございますが、重要文化財の指定を受けております古民家等を数多

く所有いたします日本民家園におきましては、文化庁より承諾を受けた「文化財建造物工事主任

技術者」の有資格者を建築職として配置することで、古民家等の保存・修理の設計・管理、事業

の推進を図ってきたところでございます。

しかしながら、現在、日本民家園の担当課長でございます建築職が、平成２８年度末に定年退

職を迎えるため、開園以来の専門技術、経験の継承が喫緊の課題となっております。今回、新た

な建築職の選考採用により、こうした業務を熟知している経験者を係長級職員として採用するこ

とで、今後も日本民家園のおける文化財建造物を適切に保存・管理していくものでございます。

 続きまして２の選考区分及び採用予定者数でございます。選考区分につきましては建築職とな
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り、役職につきましては専門的見地から事務事業実施における中核を担うため係長級としており

ます。採用予定人数につきましては、若干名となっておりますが１名を予定しております。

 次に、３、選考日時等でございますが、選考日につきましては、平成２８年１２月１１日、日

曜日、選考内容といたしましては、専門試験及び面接試験によるものといたします。

 また、選考結果につきましては、１２月１６日に合格者に文書で通知する予定でございます。

また、同日にホームページにて合格者の受験番号を１週間程度掲載してまいります。

 次に、受付期間でございますが、平成２８年１１月１１日から平成２８年１１月２５日までと

いたします。

 最後に受験案内の配布でございます。受験案内につきましては、１１月１日から市内の区役所

等で配布をいたします。また、選考の実施につきまして、１１月１日号の市政だより及び川崎市

インターネットホームページにて掲載をいたしてまいります。御報告につきましては、以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

建築職採用選考の実施ということで説明いただきました。御意見、御質問等ございましたらば

お願いいたします。

【小原委員】

参考までに教えてほしいんですけど、文化財建築物工事主任技術者という有資格者ということ

になりますよね。そうすると、この選考自体には年齢制限というのはないんですけど、別に年齢

は何歳でも構わないという感じですか。

【野本庶務課長】

そうですね。一応、係長級という形で予定してございますので、特に年齢制限は設けてはござ

いません。この資格を持っている方が、全国でおおよそ１３０人程度しかいらっしゃらないとい

うことでございます。これまでも私どものほうの日本民家園に建築士はおるわけですけども、主

に公益財団法人の文化財建造物保存技術協会、いわゆる文建協という名前なんですけども、こち

らに多くの方が所属しておりまして、こちらから人材を採用してきているような状況でございま

す。

【小原委員】

聞いたことあるんですけど、ほぼいないはずだなと思っていて。

【野本庶務課長】

そうです。こちらに所属している方と、あとは、聞いているところでは文化財の数多くある京

都府、奈良県のほうにはかなり職員を抱えているということは伺ってはおります。

【小原委員】

わかりました。ありがとうございました。
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【渡邊教育長】

いい方が見つかるといいんですけどね。

【小原委員】

 そうですね。

【渡邊教育長】

では、よろしいでしょうか。

それでは、ただいまの報告事項 No.６についてですが承認してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜承認＞

【渡邊教育長】

では、報告事項 No.６は承認といたします。

【渡邊教育長】

 それでは、本日、まだ、この先少し案件が数多くございますので、ここで１０分程度休憩をと

りたいと思うんですが、いかがでしょうか。

【各委員】

＜了承＞

【渡邊教育長】

１６時０５分から再開ということでよろしくお願いします。

（１５時５６分 休憩）

（１６時０３分 再開）
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報告事項 No.７ 県費教職員の市費移管に伴う進捗状況の報告 

９ 議事事項Ⅱ 

議案第５１号 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

議案第５２号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５３号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５４号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５５号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

【渡邊教育長】

教育委員会を再開いたします。

次は、「報告事項 No.７ 県費教職員の市費移管に伴う進捗状況の報告」、これと関連いたしま
すので、議事事項のⅡの「議案第５１号 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について」、「議案第５２号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」、「議案第５３号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」、「議案第５４号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」、「議案第５５号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する

条例の制定について」までの五つの議案についてでございますが、ただいま申し上げましたもの

はいずれも県費教職員の市費移管に伴う条例改正に関する議題となりますので、これら一括して

審査をしてまいりたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

【各委員】

 ＜了承＞

【渡邊教育長】

それでは、異議なしとして、ただいま申し上げました報告並びに議案につきまして一括して審

議をしてまいります。では、説明を県費教職員移管準備担当担当課長並びに庶務課担当課長にお

願いいたします。

【石渡県費教職員移管準備担当担当課長】

 よろしくお願いいたします。

 それでは、「報告事項 No.７ 県費教職員の市費移管に伴う進捗状況の報告」につきまして、お
手元の資料に沿って御報告をさせていただきます。

 まず、資料の１、「県費負担教職員に係る給与負担及び定数決定の事務権限の移譲について」で

ございます。こちらの資料は移管までの経緯と移管に伴う主な取組についてまとめさせていただ

いております。資料左側をごらんください。こちらが経緯と効果を示しておりますけれども、県

費負担教職員の市費移管につきましては、長年の課題であったということで原因としては財源を

どうしていくかということでございました。平成２５年、こちらにございますとおり、地方制度

調査会答申、あるいは中央教育審議会の経過報告両方あわせまして財源についても一定の措置を
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いたしましょう、それから定数決定権限等を政令市に降ろしていきましょうという二つの大きな

報告事項がございまして、それを踏まえまして平成２５年１１月に、政令市所在道府県と政令指

定都市で財源に対する合意がございました。こちらに記載してあるとおり、個人住民税所得割２％

の税源移譲をいたしましょうと、そうした税源の課題がクリアされましたので、その後、平成２

５年１２月の中央教育審議会、それから下にございます１２月の閣議決定を経て、明けて２６年

５月にいわゆる地方分権第４次一括法、こちらのほうで法改正が行われまして、平成２９年４月

１日の施行ということで整った次第でございます。

 黒ぽちの二つ目でございますけれども、税源２％、この移譲がございますけれども、なお、若

干の国からの財政措置が必要ということで、これまでも今年の夏も含めまして予算要望等の活動

で国に要請しているところでございます。

 三つ目の黒ぽちでございますけども、具体的にどのようなものが移管されるかということでご

ざいますけれども、四角囲みの右側、任命権は現在も本市にございます。しかしながら、いわゆ

る県費教職員といわれていることから給与負担者が県になってございます。ここが今回、市のほ

うに移管されて人事権者と給与負担者が一致するということになります。加えて真ん中でござい

ますけれども、学級編制基準あるいは定数の決定権というものがあわせて移譲がされてまいりま

す。

 移譲の効果といたしましては、下に記載していますとおり、先ほど申しました人事権者と給与

負担者のいわゆるねじれ状態が解消されるということで、円滑な人事施策が行いやすくなります。

さらには、学級編制基準及び定数決定の権限が移譲されますので、財源との兼ね合いがございま

すけれども、政令市みずからが加配の定数や内容を判断できることになりますので、より一層学

校の実情に即した教職員の配置が可能となるということで効果を想定してございます。

 右側の主な私どもの取組については３点記載してございますけども、後ろの資料とあわせて説

明してまいりたいと思います。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 では、引き続きまして資料右上の囲みをごらんください。「的確な人事労務管理に向けた取組に

ついて」と、「人事給与システム等の改修」でございます。先ほども申しましたように、この第４

次一括法成立後に県費教職員移管準備担当という組織ができまして、この２年半にわたって取り

組んできた内容を大きく三つに分けてここで御説明するものですが、まずはこのシステム改修に

ついて簡単に御説明をいたします。

 今回の県費負担教職員の市費移管に伴いまして、「的確・適切な人事労務管理を行うとともに、

効果的・効率的な事務執行体制を構築する必要があるということから、従来から本市で使ってお

ります市の人事給与システム、職員情報システム等による管理に移行する」ということでござい

ます。

 （１）の「移管の規模」をごらんください。今回、県費の教育職５，３１６名、それから学校

事務職・学校栄養職、２５９名、あわせて５，５７５名の方が新たに市費職員ということで移管

されてまいります。従来からの市の職員数に加えますと、トータルで１万８，７７４名分をこの

システムで管理するということになります。

 （２）の「導入イメージ」ですが、現在、県費教職員の人事管理は主に紙の勤務記録カード等

を用いて管理しております。それから給与支払事務につきましては、情報を紙で県に送って県の
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給与事務所から支給を行うということになっております。また、各種手当につきましても学校ご

とに取りまとめを行って、その結果をやはり紙で給与事務所に送って県が手当を支給するという

事務の流れになっております。

これをこの県費移管を機に、市長部局や従来から市費職員であった高校の教職員においても利

用しておりました「人事給与システム」、「職員情報システム」、「旅費管理システム」、それから「健

康管理システム」といったシステムを活用し、効率的・効果的な事務執行体制へと業務のフロー

もあわせて再構築いたします。このため、現在、このシステムに県費教職員を取り込むための各

種改修作業というのが必要となっておりまして、こちらに、平成２７年、２８年度の２カ年で１

億９，５６５万円を投じることとしております。

また、各義務教育諸学校へ計画配置パソコンという、いわゆるイントラネットにつながったパ

ソコンを増設いたします。こちらは同じく２カ年で約９５０台増設ということで大体教員の方７

人に１台になるということでございます。

 現在の取組状況は下の網掛け部分に書いてございますが、（３）でございます。平成２９年４月

からの適切な給与支給、それから円滑なシステム導入に向けまして、①でございますが、現在紙

で管理している人事情報、それから県が保有して引き継ぐことになる給与関係のデータ、これを

本市の人事給与システムに確実に移行する作業を行っているということ、それから、②システム

導入に伴いまして、学校における新たな事務執行体制の構築に向けた業務フローの整理というの

を現在行っております。また、③円滑な移行に向けた学校の教職員の方に、制度の説明会やシス

テム操作研修、それから事務マニュアルの作成など学校の方々への周知ということも現在、取り

組んでいるところでございます。

 続きまして、下段の「給与・勤務条件制度の整備について」という真ん中のボックス、こちら

をごらんください。勤務条件についてでございますが、そもそも地方公務員の給与等につきまし

ては、地方公務員法による職務給の原則、均衡の原則、情勢適応の原則等の給与決定の原則に則

って条例で定めることとされておりまして、道府県、政令指定都市がそれぞれ勤務条件を条例で

決定しているところです。さらに、教員の方につきましては、教育公務員特例法、それから教職

給与特別法といった各種特例法もございまして、これらに基づいてそれぞれ条例で整備をしてい

るところでございます。

今回、県費負担教職員の市費移管に当たりましては、神奈川県と本市で異なる給与勤務条件制

度を整理いたしまして、地方公務員法や各種特例法に則って新たに本市の制度として整備する必

要がございました。ということで、こちらの取組については別紙資料２をお開きください。資料

２、「移譲後の勤務条件及び給与費の見込みについて」でございます。

 初めに、１番の「制度整備の方針」でございます。こちらは今回の県費移管に伴う各種制度の

整備の基本方針としてお示しをしているところでございます。勤務条件については先ほども申し

ましたが、地方公務員法に基づきまして、各地方公共団体において職務給の原則、均衡の原則等

に基づいて条例で定めるものとされていることから、移管後の勤務条件は本市の制度に統合する

ことを基本としつつ、本市の義務教育諸学校における教職員の職務や勤務の態様の特殊性などを

踏まえまして、県費制度の導入や経過措置の設定など県費移管に伴って学校現場に混乱がないよ

うに調整を行うということを旨としておりました。

 続きまして、２の「主な制度の変更点」でございます。主な制度につきましては、こちらに一

覧表になっていますが、左側に県の制度、右側が平成２９年４月から適用されます本市の制度と
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いうことになります。この間、２年半にわたって庁内の関係部署や職員団体等と度重なる協議、

調整を行ってまいりました。この内容は、先の６月に最大の職員組合である「川崎市教職員組合」

との間で「大綱合意」した内容になってございます。時間の関係もございますので、ここではご

らんいただくということとさせていただきますが、上の表の給料表という項が３項目にあると思

いますが、こちらについて少々補足をさせていただきます。

 教員の給料表は基本的に現在、県で使っております教育職給料表と同様の表を「義務教育諸学

校教育職給料表」という名で本市に新設するということにしております。

それから学校栄養職につきましては、本市の栄養士さんとか看護師さんが使っている「医療職

給料表（２）」という表を使います。そして、学校事務職につきましては、本市の事務職が使って

います「行政職給料表（１）」を使うこととしております。

そこで、資料の右側の上段吹き出しのような形になっているところですが、給与水準について

の①をごらんください。神奈川県の地域手当は、平成２８年４月現在で１１．５％ということで

す。移管後、川崎市は地域手当１６％となっております。したがいまして、県費時代の給料月額

をそのまま地域手当だけ１６％ということにしますと、４．５％分引き上げられることになって

しまうということでございます。県費時代の給与と市移管後の給与水準、これは同等となること

を基本とするということにしておりますので、本給と地域手当の配分変更等を行うことというこ

とになっておりまして、配分変更だけでではないんですが、これで給料表の水準を２．２１％引

き下げるという調整を行うこととしております。その際、その他の主な手当、住居手当ですとか、

扶養手当、管理職手当、期末勤務手当といった手当に、県と本市で「出っこみ・引っ込み」がご

ざいます。こちらも先ほどの給料の本給と地域手当の配分変更だけではなく各種手当の「出っこ

み・引っ込み」もあわせて全体として給与水準が年間、年収ベースで均衡するように調整を図っ

ております。

 次に②でございますが、個々の手当の受給状況によっては手当額が減少する、大きく減少する

方もいるということで、先ほど出ました年間での給与水準の均衡とは別に住居手当、それから期

末勤勉手当、退職手当については激変緩和のための経過措置というのを設けてございます。

 それでは、次に、資料右側の３、「給与費と財源の見込み」をごらんください。県費教職員の市

費移管に伴う平成２９年度の給与費及び財源の見込みでございますが、下の表をごらんください。

現在、見込んでおります給与費は総額約５５５億円となっております。財源といたしましては、

国庫負担金が１２５億円、個人住民税所得割２％相当額が約４００億円。その他が約３０億円と

なっております。試算の条件ですが、平成２８年６月時点での教職員数をベースに算出している

ものでございます。なお、これまで教育委員会として議会等で説明していた数字というのは、平

成２４年度の神奈川県の決算をベースとしているということです。大きく膨れているのは、この

間、平成２４年と現在までの間の差ということで、一つ目としては、この４年間で本市の人口増

がございまして、それに伴って児童生徒数が増え、教員数も増えているということでございます。

 また、二つ目といたしまして、この間、給料表の増額改定や期末勤勉手当の増ということがご

ざいました。

 それから三点目として、住居手当、期末勤勉手当等に経過措置、激変緩和措置を設けていると

いうこともございます。

これらが給与費の増の主な要因と考えてございます。

 勤務条件及び給与費の見込みにつきましては以上でございます。
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【石渡県費教職員移管準備担当担当課長】

 資料のほうを１枚おめくりいただけますでしょうか。資料３、「教職員定数等の決定権限の移譲

について」御説明をさせていただきます。左側１でございます。義務教育標準法の改正と、冒頭、

私、申し上げたとおり、法改正により学級編制基準と定数算定の決定権限が移譲されるというこ

とで参考までに四角囲みの中に、改正後の条文を記載してございます。現在は、国の義務標準法

を標準として、神奈川県が県域の学校及び児童生徒の実情を考慮して基準を定めてございます。

今般、権限が移譲されますので、政令市の本市としてもこの基準等を設定する必要があります。

加えまして、第１９条にございますとおり、報告・指導・助言につきましては、これからは県を

経由せず直接国から指導又は助言を受けるということになりますので一定の基準が必要ではない

かと考えております。

 ２の「国の基準と神奈川県基準について」御説明をさせていただきます。学級編制基準につき

ましては、国の基準と神奈川県の基準は同様のものを使ってございます。定数決定の部分につき

まして若干差異がございますのでこちらの表を使って簡単に御説明をさせていただきます。

 まず、表の上でございますけれども、国の基準、義務教育標準法という法律に基づいて一定の

整備をする、標準をつくっていくということになります。右側の網掛けでございますけれども、

「基礎定数」というのがございます。これは、学級数あるいは児童生徒数、学校の規模に応じて

配分される定数となっております。右側でございますけれども、「加配定数」でございます。これ

は、特定の政策目的のために国のほうが加配の措置を行っていく、申請して配当を受けて措置さ

れるというこの二つの要素によって国の基準がつくられてございます。それを先ほど申し上げた

とおり、県域の学校及び児童生徒数の実情を考慮して県のほうが標準をベースにアレンジして基

準をつくるということになってございまして、県基準のほうをごらんいただきたいんですが、県

基準の規定の定数、それから「規定外分定数」とございますけれども、国のほうは先ほど申し上

げた、「基礎定数」が規定分、「加配定数」が規定外分定数というふうに結びつけていただくとわ

かりやすいかと存じます。この中で、実は、「基礎定数」の一部を定義づけ変更して、いわゆる目

的を持った定数の方に県は置き換えてございます。そうしたものと国から来る「加配定数」、さら

には神奈川県が独自に対応するという「県費単独定数」、それをあわせて「規定外分定数」という

目的を持った定数として設置しております。「規定分定数」の方は学校等の規模に応じたもので同

じような定義づけでございます。こうした部分につきましては、一定程度検証を行っております

ので、大体このメカニズムは確定しております。

 それでは、３番の「本市の基準の作成に向けた考え方について」御説明をさせていただきます。

先ほど申し上げたとおり、移管後、適切かつ確実に業務を行っていくためには一定の基準が必要

となりますので、基準の設定に向けては、「ステップ１」、「ステップ２」という二つのプロセスを

踏んで整理をしてまいりたいと考えております。

 「ステップ１」でございますけれども、権限移譲時につきましては、県の基準を踏襲しつつ本

市の考え方を取り入れて整備していきたいと考えております。理由といたしましては、丸囲みの

１、２に記載するとおり、今般の移譲に当たりまして、文科省から「政令市が現に道府県が定め

ている配当基準と異なる基準を設定することも想定できるけれども、制度前後で大きな混乱が生

じないように留意してください」という見解が示されてございます。本市の小学校、中学校及び

特別支援学校につきましても、先ほど申し上げました神奈川県の基準により教員配置を行い、学
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校運営を行っておりますので大幅な変更というのは学校現場に混乱が生じる危険性がございます

ので、そうした留意事項を踏まえつつ、ただし、川崎市の教育プランがございますので、そうし

た考えも一部取り入れながらまずはスタートラインを整えていきたいと考えております。

 さらには二つ目でございますけれども、当該業務は政令指定都市それぞれが初めて行う業務に

なります。今も一定の作業を行っておりますが、本番をやりながらある一定の検証の材料が必要

でございますので、神奈川県の大体似たような数字を使いつつ検証しながらミスのあった場合に

はすぐリカバリーができるように対応し、早期に業務基盤を整えていきたいということでスター

トラインとしては県の基準を踏襲しつつ、一定程度本市の考え方を入れたものとしてつくり上げ

ていきたいと考えております。

 「ステップ２」でございますけども、こうした基準をつくり終えた後につきましては、記載の

とおり社会経済の動向あるいは学校における多様なニーズの把握に努めながら、教育プランの取

組の推進あるいは学校現場での課題解決に資するような時宜にかなった効果的な教職員配置を検

討しながら、基準の改正に適宜対応していけるよう、全体のフレームを考えてございます。いず

れにいたしましても、権限移譲を契機として、より一層学校の実情に即した教員配置を目指し、

引き続き整理等をしていきたいというふうに考えております。

 続きまして、資料１ページおめくりいただきまして、今年度の主なスケジュールを記載してご

ざいます。１番から６番までが取組項目になってございますけれども、おおむね順調に作業は進

んでおります。ただし、３番、４番、５番につきましては、実線が点線になって枠組みがござい

ますけども、ここは国の動きの予定変更ございまして若干作業が遅れております。しかしながら、

タイムリミットが決まっておりますので、スピード感を持って対応しているところでございます。

 さらには、この白抜きの２９年度、３０年度でございますけれども、準備が終わって終了では

ございませんので、２９年度からの業務基盤を確実に構築していくために引き続き対応してまい

りたいと考えております。

 説明としては以上でございます。ありがとうございました。

【渡邊教育長】

それでは、今、報告事項 No.７ということで、県費教職員の市費移管について概要を資料１か
ら資料４まで説明いただきました。初めてお聞きになられる点も多分にあろうかと思いますので、

ちょっと御質問等いただければと思います。いかがでしょうか。

【吉崎教育長職務代理者】

よろしいですか、資料２。全体として見ると、給与水準をちょっと下げるけれども手当のほう

でそれをカバーして給料としての総額は変えないという方針ですね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 全体の平均値で均衡するところで調整するということで、個々人の方を見ると確かに下がる方

も若干います。

【吉崎教育長職務代理者】

いますよね。
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【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 ただ、全体の平均で見ると給与費総額としては均衡するようになっていますので、多少、出っ

張る方もいるし、多少下がる方もいます。

【吉崎教育長職務代理者】

どういう人が出っ張って、どういう人が下がりますか。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 一番下がる可能性が考えられるのは住居手当ですね。

【吉崎教育長職務代理者】

低いですね、ここは。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 住居手当の差が結構大きいので、ここは２万８，５００円から一気に１万６，５００円に下げ

るのではなく、１年間だけ２万２，５００円という階段を設けているんですが、それは、先ほど

言った年間均衡とは別のところで上乗せで措置して経過措置を設けました。

【吉崎教育長職務代理者】

若い人たちですね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 それから扶養手当で特定扶養という、学齢期のお子さんを持っている方への手当なんかも若干

下がったりするので、借家に住んでいて扶養家族が多かったりすると確かに切替えによる減少分

が多くなる可能性は考えられます。ただ、この扶養手当については、配偶者は本市の方が高かっ

たりしますので、こちらの方には経過措置、激変緩和措置を設けるほどではないという判断で、

設けておりません。

【吉崎教育長職務代理者】

私も以前、国立大学に１０年ほど勤めていたんですが、そのときも大阪大学だと大都市調整手当

というのがありまして、ここでいうと地域手当ですね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 地域手当です。

【吉崎教育長職務代理者】

大都市の場合とあれによってちょっと違うんですね、地方の場合とね。多分、川崎は大都市調

整手当なので１６％だと思うんですが、神奈川県全体だといろんなところがあるので多分１２％

ぐらいなんだよね。
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【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 １１．５％です。

【吉崎教育長職務代理者】

これは動かせないわけでしょ。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 神奈川県というのは広域自治体で本来、地域手当というのは市町村ごとに国が定めているとこ

ろでして、本市はおっしゃるとおり大都市の方で上から２番目のランクなんです。県は異動が難

しくなってしまうので全体一律で１１．５％にしているということです。

【吉崎教育長職務代理者】

だから、ここが高いものだから給与のところちょっと調整しないと。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 多少削らないと均衡しなくなってしまう、膨らみ過ぎてしまうと。

【吉崎教育長職務代理者】

膨らみ過ぎちゃうわけね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 はい。

【吉崎教育長職務代理者】

膨らんじゃまずいの？

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 はい。

【吉崎教育長職務代理者】

せっかくね、川崎に移れるんだから、大都市でやれて頑張ろうというんだったら給与水準は下

げなくてもいいんじゃないかと私は思うんだけど、給与水準のところをやると何か微妙な動きに

なるような私は気がするんだけど、それはプロだからわかっているんでしょうが。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 全体での給与水準という意味では下がらないように調整をしてきています。

【吉崎教育長職務代理者】

号俸が下がるということ。
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【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 号俸の数、何級、何号給というのは当然変わらないんですが、その額が若干下がります。

【吉崎教育長職務代理者】

額が違うんだ。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 少し目減りしているということですね。

【吉崎教育長職務代理者】

微妙なことやるんだね。私も国立、私立と移ったんでいろいろそういうこと少し知っているけ

ども、これ微妙な動きになりますよね。何が言いたいかというと、給与水準の下がると退職金に

影響出ないんですか。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 出ますね。

【吉崎教育長職務代理者】

だからそれどうなってます？

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 それはですね、現給保障という形で汲んでまして、この表で見ますと下から５行目の退職手当

の額の備考欄に現給保障ありと書いてあると思います。

【吉崎教育長職務代理者】

ああ、書いてあるね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 これは、確かにおっしゃるとおりでございまして、本給が下がると退職手当も下がります。そ

れについては、２９年３月末日をもって、例えば県費時代に退職をした額という額をずっと持っ

ていまして、それと比較して、例えば翌年度に退職した場合に影響を受けて下がる可能性がある

方いらっしゃいますが、それは県費時代の１年前ではございますが、そちらの額、高い方を支給

するという現給保障という措置をとっております。

【吉崎教育長職務代理者】

なるほど、それならね、それはもとのものでやるわけね。でも、次の人たちはそうじゃないで

しょ。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】
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 ですけど、２９年３月末での額というのは常に比較対象として見ていく訳です。ですから２年

後に退職する方もとりあえずその２年前に。ですから県時代にもらえたはずの退職手当額は保障

します。ですから２年ぐらいたつと定期昇給がございますので、本給が上がってきますので、そ

れでこの額を追い越す可能性が二、三年で追い越してくるわけですね。ですから、この額は固定

値としてずっと保障していきますという制度です。

【吉崎教育長職務代理者】

つまり言いたいことは、県費職員でいても退職金でもらえるものは調整で保障すると。若い人

はそうならないでしょう、額が下がっているんだから、給料表が。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 給料表の水準２．２１％下がってますけど、確かにおっしゃるとおりですね。ただ、この何年

かの定期昇給を繰り返しますとだんだん緩和されてくるというか。

【吉崎教育長職務代理者】

本当、大丈夫ですか。つまり川崎に移ったら何か損しちゃうよねと意欲を落とすようなことに

ならないことが僕は大事だと思っているんですよね。結果、自分たちが望んだことでも何でもな

いのに、県費職員が政令都市の職員になったら何か下がっちゃうよねということだけは組合で相

当調整したんでしょうけども大丈夫でしょうかね、そこは。何か意欲が落ちることだけは僕は心

配しているんだけど、大丈夫ですか。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

 この給与制度は切替え時の定石を採っているんですね。ただ、それを若干プラスに、完全均衡

というのではなく、多少プラスに転ずるような調整方法をとって、実は減額率２．２１％という

のは本当に給与と地域手当の配分変更だけするともっと３％近く減ってしまうところを２．２

１％まで回復させて多少のプラスが生じるぐらいのところで均衡を図っているんです。

【吉崎教育長職務代理者】

ああ、そうですか。じゃあ、安心しました。管理職もちょっと上げているのかな、管理職手当

は。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

管理職手当は、そうですね、この県よりも本市の制度のほうが高かったり、それから、ここ、

ちょっと説明しませんでしたけど、特別支援学校の方については、従前、給料の調整額という別

のもので措置していたものが管理職手当の措置をするように変えたりとか、その辺の制度変更は

ございますけれども、この辺は管理職の方はおおむねプラスに転じますね。

【吉崎教育長職務代理者】

そうですか。昔ね、管理職というのは１５％ついてたんですよ。だからすごく下げられてだん

だん管理職やる気がなくなって忙しいのにね。どこも不満がたらたらなの、東京でもどこでもね。
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だから少しでも持ち直していただけるとお金ちょっとでもね、やっぱりいいかなと、これ前田先

生なんか詳しいでしょうから、また、確認してください。少し安心しました。ありがとうござい

ました。

【渡邊教育長】

吉崎委員が心配されたような市費に移ったら減額されたということで、教員がそのことで意欲

が減じてしまうなんていうことがあってはいけませんので、そこは担当者、大変しっかりと制度

設計してくれてますので、それで、組合大綱合意も得られているところありますので、多少の「出

っこみ・引っ込み」あるにしても、全体的には給与面については御理解いただいているところと

いうふうに考えております。

【濱谷委員】

神奈川県は政令指定都市３カ所もあるじゃないですか。そういうところの何か連絡というか、

他はすごいよかったけど川崎はとか、そういうことは特にはないですか。他県だと大体、政令指

定都市１カ所とかなのでそこだけの話だけど。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

県と３政令市で連絡協議会のようなものを定期的に持っている。まあ、県主催でやっていたり、

それからワーキンググループを設けて実務担当者の打ち合わせも４県市でやっているところなん

ですが、先ほどの切替えの方法なんかを一例にしますと、横浜も同様の手法をとっています。ま

た、相模原はたまたま地域手当の水準がとんとんなんで、相模原の場合にはこういうことはあま

りしなくても済んじゃったという。

【濱谷委員】

県と同じくらいの。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

そういうことですね。

【濱谷委員】

わかりました。

【前田委員】

先ほどパソコンがそのシステムの中で７人に１台というようなお話で何か少ないなという感じ

で、２０何人の職員の学校だと学年１台ぐらいで配置で。そこでお聞きしたいのは、学校事務職

員や教職員がこの人事給与、職員情報、旅費管理、健康管理、４つのこのシステムが入った場合、

１台のパソコンで一体事務職員はどんな仕事をこのシステムでやることになり、教員は一体何を。

想像できるのはいわゆる出勤の管理とかですね、旅費、紙ベースがそういうものになるんでしょ

うけど、その辺をちょっと伺いたいんですね。
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【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

まず、教員の方に関しては、まず、出勤はＩＣカードをピッとかざす、カードリーダーにかざ

すことで出勤簿が押されるようなシステムになります。これは部屋に１台あれば十分のようなも

のですね。あと、年次休暇を取るような場合には、従前は紙に書いて教頭さん、校長さんの決裁

を紙にはんこを押してました。それが先ほど申しました７人に１台設置されるパソコンで申請を

行うということになります。

 それから出張ですね。出張するときのいわゆる旅費の申請もやはり先ほどの７人に１台のパソ

コンで入力して電子決裁で教頭、校長さんの決裁をもらうことになります。あと、事務職員につ

きましては、従来は、何度も言ってますけど、紙だった時代はいろんな、例えば手当の申請だと

か、先ほどの旅費についてもみんな紙で決裁を取ってそれを事務職員が取りまとめて、給与事務

所に物理的に集約して計算をして、それを物理的に給与事務所に持ち込んだりしてたんですが、

そういう手間が一切無くなり、事務職については、締め処理という、システム上の集計をするボ

タンをピッと押して締め処理というのがあります。それをやることで電子的に市の本庁のほうに

情報が飛んできて、市から各人の、例えば旅費であったら、従前は給与事務所経由で各学校の口

座に振り込まれて、それを下ろしてきて、また、金種ごとに振り分けて封筒詰めして先生に配っ

ていらっしゃった事務職員の仕事が、今回は各個々人の銀行口座に振り込まれますので、そうい

う面では大幅な事務改善になろうかと思います。

 ですから、事務職員にとっても、決して悪い話ではないですし、先生方は７人に１台というの

が多いか、少ないかというと、現状は、市費の高等学校で配置されている基準がその水準なんで

すね。それで、もう１０年近く回してきていますので。年次休暇とか、それから出張、一番頻繁

に使うのは、多分、それなんですよね。ですから、実はそんなに毎日毎日、そこに向かわなきゃ

いけないということでもない、一般の先生にとってみればですね。

 また、これはちょっと申し上げにくいことなんですけど、校務支援システムとか、さまざまな

パソコンが既に学校にはあって、先生、一人１台は持っていたりします。それとの統合を検討は

したんですけれども、セキュリティの問題、例えば、児童・生徒さんの情報が入っているシステ

ムにこういったイントラネットにつながった本市の職員システムを入れるのはいかがなものかと

いうような、セキュリティ面の調整がつかずに、今回、断念した経緯がございますが、将来的に

は、統合ということも見据えて、将来的な課題として捉えていますので、今回、全員に配ってし

まうと、それもまた過剰投資になるかもしれないので、ここは合理的な数字として、７人に１台

という数字をはじいたところです。

【前田委員】

ありがとうございます。

【吉崎教育長職務代理者】

 蛇足なんですけど、給料以外の手当も全部、一括で銀行口座に入りますよね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

はい。
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【吉崎教育長職務代理者】

 例えば、これは蛇足ですけれども、二つ選んでいいということはできないんですか。例えば、

給料はこれだけど、給料以外は別な口座という。私はそうなんですけれども。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

本市もＡ口座、Ｂ口座、二つの口座登録ができます。

【吉崎教育長職務代理者】

 そのほうがいいと思いますよ。先生方も給料と一緒になってしまうと、自分が使った旅費とか

も家族のほうと一緒になっちゃうと難しい。そういうことはできますか。

【石渡県費教職員移管準備担当担当課長】

給与口座は、今、申し上げたように、二つ指定できます。それとは別に、旅費の口座も指定で

きます。

【吉崎教育長職務代理者】

 別の口座を。別の銀行で。

【石渡県費教職員移管準備担当担当課長】

はい。

【吉崎教育長職務代理者】

 そうだよね。私もそうなんだけれども。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

給与振込も二つＡ、Ｂとできるので、非常に便利だと思う。

【吉崎教育長職務代理者】

 そうですか。やはり一緒になっちゃうと、非常に難しいところがありますよね。

【猪俣県費教職員移管準備担当担当課長】

おっしゃるとおり。

【吉崎教育長職務代理者】

 そうですか。それは安心しましたよ。そういう先生がいらっしゃると思うので。

【渡邊教育長】

学校の事務処理が随分、特に教頭先生なども随分助かるようになるんですね。

【石渡県費教職員移管準備担当担当課長】
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出勤状況も押印の数を数えないで、毎日カードを「ピッ」とかざせばカウントされますので、

効率化されます。

【渡邊教育長】

それでは、ただいまの報告事項 No.７については、ひとまず審議はここまでにして、これに関
連する形で、議案第５１号から議案第５５号まで、市費移管に伴っての条例の制定ということに

なりますので、今、お話しいただいたようなことを踏まえて、これからの説明をお聞きいただけ

ればと思います。

 では、議案第５１号から議案第５５号までの説明について、お願いいたします。

【山田庶務課担当課長】

 それでは、「議案第５１号 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について」、「議案第５２号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」、「議案第５３号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」、「議案第５４号 川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」及び「議案第５５号 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制

定について」につきまして、御説明いたします。これらの五つの議案につきましては、全て報告

事項 No.７にありました県費負担教職員の市費移管に伴う条例改正でございますので、一括して
御説明申し上げます。

 議案第５１号から第５５号資料、Ａ４二枚の資料がお手元に配られておりますので、そちらを

ごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。

 議案第５１号から第５５号資料、県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備に

関する条例等の制定についてをごらんください。

 １の趣旨でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律において、市町村立学校職員給与負担法、義務教育費国庫負担法、公

立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律が改正され、指定都市の設置す

る義務教育諸学校に係る教職員の給与負担に関する権限が道府県から指定都市に移譲することと

されたことに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。

 ２の制定する条例でございますが、今回は全部で８条例を改正いたします。このうち、県費負

担教職員の給与負担等の移譲に伴う所要の整備で改正する４条例につきましては、（１）県費負担

教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例として、一つの議案といたします。

所要の整備以外の改正理由もあります条例につきましては、整備条例とせず、それぞれ単独で議

案といたします。

 ３の施行期日につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令に基づいて、平成２９年４月１日

といたします。

 ４の改正概要でございますが、初めに、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する条例でございます。この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の

地方公務員の処遇等に関する法律第２条第１項、第７条及び附則第２条の規定に基づき、外国の

地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、必要な事項を定めております。今回の
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改正は、移管前に県条例の規定により派遣された職員について、川崎市職員退職手当支給条例の

適用に当たり、本市の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例によ

る派遣職員とみなす経過措置を設けるものでございます。

 次に、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例でございます。この条例は、地方公

務員法第２４条第５項の規定に基づき、職員の勤務時間また休日・休暇等に関し、必要な事項を

定めております。今回の改正は、移管前に割り振られた週休日及び休日並びに指定した代休時間

等を移管日以降に、本市の規定によるものとみなすための経過措置を設けるものでございます。

 次に、川崎市旅費支給条例でございます。この条例は、地方自治法第２０４条に定める本市職

員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めております。今回の改正は、移管される教職員に川

崎市旅費支給条例を適用するための規定を整備することでございます。

 次に、川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例でございます。こ

の条例は、地方公務員法第２４条第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法第３条第１項及び第３項並びに第６条第１項の規定に基づき、川崎市立高等学校

の教育職員の給与その他の勤務条件について、特例を定めております。今回の改正は、川崎市立

高等学校の教育職員に適用している教職調整額及び時間外勤務の取り扱いについて、市立小学校、

中学校及び特別支援学校の教育職員にも適用させるための規定を整備することと、それに伴い、

条例の名称を川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例に変更することで

ございます。

 次に、川崎市職員の給与に関する条例でございます。この条例は、地方公務員法第２４条第５

項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めております。今回の改正は、主に５点ござい

まして、１点目として、移管される教育職員について、義務教育諸学校教育職給料表を新設する

とともに、学校栄養職及び学校事務職について、本市の給料表を適用するための規定を整備いた

します。２点目としては、表級号の切替えのための規定を整備いたします。３点目は、教員特別

手当を移管される義務教育諸学校の教育職員にも支給すること及び住居手当についての経過措置

のための規定を整備いたします。４点目は、移管後も、これまでと同様の給与控除を可能とする

ための規定を整備いたします。５点目は、移管される教職員の標準職務についての規定を整備い

たします。

 次に、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例でございます。この条例は、地方公務員法第２

４条第５項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方

法について、必要な事項を定めております。今回の改正は、教員特殊業務手当を義務教育諸学校

の教育職員にも支給するための規定を整備し、あわせて特別支援学校等に勤務する教育職員につ

いて、生徒等の指導の業務に従事した場合に、手当を支給するための規定を整備するものでござ

います。

 次に、川崎市職員の育児休業等に関する条例でございます。この条例は、地方公務員の育児休

業等に関する法律の規定に基づき、育児休業を実施するため、職員の育児休業等に関し、必要な

事項を定めておりまして、今回の改正は、移管前に県条例の規定によりなされた育児休業等の手

続について、本市育児休業条例によるものとみなす経過措置を設ける改正でございます。

 次に、川崎市職員退職手当支給条例でございます。この条例は、常時勤務の職員が退職した時

の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めております。今回の改正は、移管される教職員につ

いて、本市の川崎市職員退職手当支給条例に基づき、手当が支給されるよう規定を整備すること
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と、移管時に給料月額の減額に伴い、退職手当が減額されるものに対し、移管日前日の県費負担

教職員として退職した場合の退職手当を保障するための規定を整備することでございます。

 以上、議案第５１条から第５５号まで資料で御説明いたしましたが、これらの条例案につきま

しては、１１月から開催されます平成２８年第４回市議会定例会に議案として提案する予定でご

ざいます。

 それでは、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

議案第５１号から５５号までの内容について、ただいまの資料をもとに説明をいただきました。

先に説明いただきました報告事項 No.７を受けての条例改正、１２月議会に諮るためのものでご
ざいますけれども、いかがでしょうか。

 これについては、これから諮るものでもございますし、形を整えるものでもございます。これ

でよろしいでしょうか。

それでは、ただいま審議いただきました内容について、改めて諮ってまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

 まず初めの報告事項 No.７についてでございますけれども、こちらは承認してよろしいでしょ
うか。

【各委員】

＜承認＞

【渡邊教育長】

では、報告事項 No.７は承認といたします。
 続きまして、議案それぞれ採決してまいりたいと思いますが、まず、議案第５１号についてで

すが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

では、議案第５１号は、原案のとおり可決といたします。

 続きまして、議案第５２号ですが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

それでは、議案第５２号は、原案のとおり可決いたします。

 次に、議案第５３号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
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【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

それでは、議案第５３号は、原案のとおり可決いたします。

 次に、議案第５４号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

それでは、議案第５４号は、原案のとおり可決いたします。

 次に、議案第５５号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

それでは、議案第５５号は、原案のとおり可決といたします。

 以上、多くの資料がございましたけれども、みな可決ということでございます。

報告事項 No.８ 川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に伴うパブリックコメントの実施結果に

ついて 

議案第５６号 川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定について 

【渡邊教育長】

それでは、報告事項７と、それから議案第５１号から５５号までをまとめて行いましたけれど

も、その間に挟まれておりました「報告事項の No.８ 川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に
伴うパブリックコメントの実施結果について」、これと報告事項のⅡにございます「議案第５６号 

川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定について」、こちらにつきましては、

いずれも川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に関する議題となりますので、この２件について

一括して審査してまいりたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

【各委員】

 ＜了承＞

【渡邊教育長】

 それでは、そのように進めてまいりたいと思います。

 では、説明につきまして、学事課長並びに庶務課担当課長にお願いいたします。
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【寺戸学事課長】

それでは、「報告事項No.８ 川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に伴うパブリックコメント
の実施結果について」、お手元の資料に沿って御報告いたします。

 こちらにつきましては、平成２８年８月２３日の定例会において、報告事項 No.４で実施の報
告をさせていただいたパブリックコメントの結果でございます。

 １ページ、１の概要でございます。川崎市高等学校奨学金では、高等学校、中等教育学校後期

課程、特別支援学校の高等部を対象としておりますが、今回の条例改正により、高等学校と同様

の教育課程を行っている高等専門学校、高等学校に相当する３年生まで及び専修学校高等課程を

対象に追加すること、また、入学後の５月に支給している入学支度金の支給時期を３月に変更す

ることを検討しており、このことに対する市民の皆様から御意見を募集したところでございます。

 ２の意見募集の概要でございますが、募集期間は平成２８年９月８日から１０月８日まで実施

し、電子メール、郵送、ＦＡＸまたは持参により、意見の募集を行いました。募集の結果としま

して、３の結果の概要に記載のとおり、電子メール及びＦＡＸにより、市民の皆様から貴重な御

意見を５通、意見数としては１１件をいただいたところでございます。

 ２ページをお開きください。４の御意見の内容と対応でございますが、（１）に記載してござい

ますとおり、御意見に対する本市の考え方として、ＡからＥの五つの区分がございます。今回い

ただいた１１の御意見を分類整理したところ、区分Ｂの考え方、案の趣旨に沿った御意見であり、

既に考え方、案に反映されているものが６件、区分Ｃ、御意見の趣旨を踏まえ、今後検討するも

のが４件、区分Ｄ、考え方、案に対する御意見・御要望であり、内容を説明・確認するものが１

件でございます。いただいた御意見の要旨と本市の考え方につきましては、５の具体的な意見の

内容と市の考え方、以下に記載しております。

 （１）対象となる学校を追加することの No.１の対象校を拡大し、多くの学生に門戸を開いて
くださいと、No.２の対象校の拡充はありがたいことですにつきましては、いずれも対象校を追加
することに賛同する御意見でございましたので、高等専門学校と専修学校を追加して、対象校を

拡充するという本市の考え方と合致しておりますので、区分Ｂといたします。

 ３ページをお開きください。（２）の入学支度金の支給時期の変更についてのNo.１の入学支度
金の支給時期は入学前に変更することは、とてもよいことだと思う。No.２の入学時に親に負担を
かけたくないという子の心の負担が軽くなることもあり、実現してほしい。No.３の支給時期を入
学前にするのはよいことだと。それぞれ御意見がございました。入学前の準備に活用していただ

けるよう、３月中に支給できるよう変更するという本市の考え方と合致しておりますので、区分

Ｂといたします。

 （３）その他で、No.１、奨学金予算をふやしてくださいとの御意見がございました。本市では、
能力があるにもかかわらず、経済的理由のため、修学が困難な生徒に有意義な制度であると十分

認識しているので、必要な予算の確保に努める考えでございますので、区分Ｃといたします。次

に、No.２の給付式の継続を求める御意見がございました。本奨学金の給付型が生徒にとって有意
義な制度であると認識しており、今後も継続してまいりますので、区分Ｂといたしました。

 ４ページをお開きください。No.３で、制度が改正されることをもっと広く告知してほしいとの
御意見がございました。制度の周知につきましては、川崎市ホームページ等に掲載することや各

区役所等に募集要項を配付すること及び市内外の中学校や高等学校、このたび対象校として追加

する高等専門学校、専修学校高等課程等に制度改正の内容を含めた募集要項を送付するなどして、
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周知に努めてまいりますので、区分Ｃといたします。

 次に、No.４で、今回の改正について、次の要件を満たしている場合に賛成するとの御意見がご
ざいました。まず、４－１で範囲を拡大するのであれば、そのための拠出金額が増額になってい

なければならない。そうしないと、今までより受給が困難になり、本当に困窮している人が救わ

れないとの御意見がございました。本奨学金は、申請基準を満たした申請者に予算の範囲内で支

給する制度です。したがって、申請状況により、予算を上回ったときには採用基準を設けること

から、全員に支給できない場合があります。しかしながら、本奨学金が生徒にとって有意義な制

度であると十分認識しており、申請基準と採用基準が乖離することが少なくなるよう、必要な予

算の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、区分Ｃといたしました。

 次に、５ページの４－２で、成績評価の３．５以上という基準はあくまで原則であって、選定

基準は収入による規定を重視してほしいとの御意見がございました。本奨学金は、申請状況によ

り、予算を上回ったときには採用基準を設定し、成績上位の方から採用しております。しかしな

がら、生徒にとって有意義な制度であると十分認識しており、申請基準と採用基準が乖離するこ

とが少なくなるよう、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、区分Ｄとい

たします。

 次に、４－３で、奨学金の受給が決して恥ずかしいことではないので、制度の周知徹底をする

ことと、希望が広がるような施策を今後ともお願いしたいとの御意見がございました。制度改正

の周知につきましては、先ほどの４ページ、No.３で制度の改正を広く告知してほしいとの御意見
について、本市の考え方を説明させていただいたとおり、周知に努めてまいります。あわせて、

引き続き、高校生への適切な修学支援を行うため、高等学校奨学金制度の充実に務めてまいりた

いと考えておりますので、区分Ｃといたします。

 以上、いただいた御意見は、高等専門学校、高等学校に相当する３年生まで及び専修学校高等

課程を対象に追加することと入学支度金の支給時期を３月に可能とする見直しについて、おおむ

ね本市が検討している考え方、案の趣旨に沿った御意見や今後の事業推進に向けて参考とする御

意見であったことから、当初の考え方のとおり、川崎市高等学校奨学金支給条例改正の手続を進

めてまいります。

 なお、このパブリックコメントの実施結果につきましては、この次の審議案件でございます議

案第５６号、川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議案として、

平成２８年第４回市議会へ上程すると同時に、公表することとなっているため、非公開案件とし

たところでございます。

 川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に伴うパブリックコメントの実施結果についての御報告

は、以上でございます。

【渡邊教育長】

 では、引き続いて、議案第５６号の説明をお願いします。

【山田庶務課担当課長】

 それでは、「議案第５６号 川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て」につきまして、御説明いたします。

 本議案につきましては、「報告事項No.８ 川崎市高等学校奨学金支給条例の改正に伴うパブリ
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ックコメントの実施結果について」により説明させていただいておりますが、川崎市高等学校奨

学金の支給対象に高等専門学校第１学年から第３学年まで及び専修学校の高等課程に在学する者

を加えること等が主な改正の内容でございます。

 議案書の３ページをごらんください。制定要旨でございますが、奨学金の支給対象に高等専門

学校及び専修学校の高等課程に在学する者を加えること等のため、この条例を制定するものでご

ざいます。

 続いて、４ページをごらんください。川崎市高等学校奨学金支給条例の改正内容について、新

旧対照表で御説明いたします。この条例は、高等学校に在学する生徒で、能力があるにもかかわ

らず、経済的理由で修学が困難な者に対し奨学金を支給することを目的として、定めております。

表の左側が改正後、右側が改正前の条文でございます。

 初めに、第１条は、この条例の目的について規定しておりますが、このたび、川崎市高等学校

奨学金の支給対象に高等専門学校の第１学年から第３学年まで及び専修学校の高等課程に入学を

許可された者、または在学する者を加えることなどの改正を行っております。

 次に、第６条は、奨学金の額について定めておりますが、このたび、第１項第１号は、国立又

は公立の高等学校に入学を認められた者に支給する入学支度金の額を、第２号は国立又は公立の

高等学校に在学する者に支給する奨学金の額を定めております。第３号は、私立学校法第３条に

規定する学校法人が設置する高等学校又は国若しくは地方公共団体以外のものが設置する専修学

校を私立の高等学校と定義いたしますが、５ページに参りまして、同号では私立の高等学校に入

学を認められた者に支給する入学支度金の額を、第４号では私立の高等学校に在学する者に支給

する奨学金の額をそれぞれ定めております。

 第７条は、奨学金の支給停止について、次の各号の一に該当する場合は奨学金の支給を停止す

ることを定めており、現行の条文の第１号から第５号までを一つずつ繰り下げ、入学支度金の支

給時期を３月に変更することから、第１号として、入学を取りやめたときを加えております。

 次に、第８条は、届出の義務について、次の各号の一に該当する場合は直ちに委員会に届け出

ることを定めており、現行の条文の第１号及び第２号を一つずつ繰り下げ、こちらにつきまして

も、第１号として、「入学を取りやめたとき」を加えております。

 次に、第９条でございますが、奨学金の返還について定めております。奨学金は返還を要しま

せんが、小学生が次の各号の一に該当する場合はこの限りでないとして、現行の条文の第１号及

び第２号を一つずつ繰り下げ、第１号として、「入学を取りやめたとき」を加えております。

 恐れ入りますが、２ページにお戻りください。附則でございますが、入学支度金の支給時期の

変更に合わせて、この条例の施行期日を平成２９年３月１日と定めております。また、こちらの

条例案につきましては、１１月から開催される第４回市議会定例会に議案提出する予定でござい

ます。

 以上、御説明申し上げました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

【渡邊教育長】

 川崎市高等学校奨学金支給条例に係る報告と議案について、説明をいただきました。御質問、

御意見等ございましたらば、お願いいたします。

【小原委員】
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 第１条ですけれども、新旧対照表で、第１条の一番最後の段落ですけど、「困難なもの」が変わ

っているんですけど、これはどんな理由で。

【渡邊教育長】

漢字表記が平仮名に変わったという、そこですね。

【小原委員】

はい。

【山田庶務課担当課長】

これは、改正後の条文の３行目、「入学を許可された者または在学する者」という表記がありま

して、これらを受けて、ここの「困難なもの」については、平仮名の「もの」にするという、法

制執務上のお約束がございますので、このようにしております。

【小原委員】

そういうことですね。

【渡邊教育長】

表記の約束だという、そういうことなんですね。

【大塚学事課課長補佐】

こういう改正のときに合わせてやるような形で。これだけで単独でということはあまり重要で

ないものですので。

【小原委員】

漢字の「者」じゃなくなったので、人という概念じゃなくなったのかというふうに思ってしま

ったんですね。これがそろっているから余計にそう思うだけの話なんですけど。わかりました。

ありがとうございます。

【渡邊教育長】

内容については、御理解いただけていると思いますが、パブリックコメントの報告もございま

したけれども、おおむね評価をいただくような御意見が多かったというふうに思っております。

 それでは、特にないようでございましたらば、採決してまいりたいと思いますが、まず、報告

事項No.８についてでございますが、承認してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜承認＞

【渡邊教育長】

それでは、報告事項 No.８は承認といたします。
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 続きまして、議案第５６号についてですが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

 それでは、議案第５６号は、原案のとおり可決いたします。

議案第５７号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の指定管理者の指定について 

【渡邊教育長】

 それでは、次に移ります。「議案第５７号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の指定管理者の

指定について」でございます。説明を生涯学習推進課長並びに宮前区役所生涯学習支援課長にお

願いいたします。

【池之上生涯学習推進課長】

 それでは、「議案第５７号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の指定管理者の指定につきまし

て」、御説明申し上げます。

 本議案は、指定管理者制度により管理運営を行っております川崎市有馬・野川生涯学習支援施

設の指定管理者の指定について、お諮りするものでございます。なお、本施設における指定管理

者制度の継続につきましては、７月２６日の教育委員会定例会におきまして、御承認をいただい

たところでございます。

 恐れ入りますが、議案第５７号参考資料の１ページをごらんください。本施設における指定管

理者に関する業務は、宮前区長への補助執行としており、このたび、学識経験者等で構成される

「川崎市宮前区指定管理者選定評価委員会」におきまして、指定管理予定者が選定された旨、通

知がございましたので、こちらはその写しでございます。

 それでは、議案書の１ページをごらんください。表の左から、このたび、管理を行わせる公の

施設の名称及び所在地、指定管理者の住所、名称及び代表者名、指定期間を記載しており、現指

定管理者である「アクティオ株式会社」に引き続き管理を行わせるものでございます。

 ２ページ以降につきましては、アクティオ株式会社の概要をまとめてございますので、後ほど

御確認いただきたいと存じます。

なお、このたびの議案につきましては、市議会の議決が必要となりますことから、本日、御承

認をいただきましたのち、平成２８年第４回市議会定例会におきまして、御審議をいただく予定

でございます。

 それでは、議案第５７号参考資料の２ページ以降につきましては、補助執行先である宮前区役

所生涯学習支援課長より御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

 それでは、お手元の参考資料に沿って、御説明申し上げます。参考資料の２ページをお開きい
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ただきたいと思います。

 初めに、１、管理を行わせる施設の概要についてでございます。名称は川崎市有馬・野川生涯

学習支援施設、所在地は川崎市宮前区東有馬四丁目６番１号、設置条例は川崎市有馬・野川生涯

学習支援施設条例でございます。設置目的につきましては、地域における市民の主体的な学習活

動の支援を行うことにより、生涯学習の振興を図り、もって個性豊かに活力に満ちた地域社会の

構築に寄与することを目的とするものでございます。施設の事業内容につきましては、市民の主

体的な学習活動を支援するために、施設及び設備の利用に供すること及び図書・資料等を備え、

そして利用に供すること並びにその他設置目的を達成するために必要な事業に関することでござ

います。現在の指定管理者はアクティオ株式会社でございます。現在の指定管理費は、年間で４，

６１２万９，１４０円でございます。

 次に、２、指定管理者となる団体の概要についてでございます。称号または名称につきまして

はアクティオ株式会社でございまして、川崎市宮前区指定管理者選定評価委員会によります選定

の結果、現在の指定管理者に引き続き指定管理業務を行わせるものとなったものでございます。

所在地は東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋ビル４階、代表者名は代表取締役社長、

鈴木悟、設立年月日は昭和６２年２月２７日、資本金または基本財産につきましては、９，９０

０万円でございます。従業員数は、社員９３名、契約社員９４３名、アルバイト１，１１２名、

沿革につきましては会社設立から以後、各都市等に営業所を開設等、記載のとおりでございます。

 次に、３ページをごらんください。業務内容についてでございますが、指定管理者制度に基づ

く公の施設の管理委託及び美術館・博物館等文化施設の案内・受付・誘導等、運営に関する請負

業務並びに社会福祉施設の経営及び経営の受託、ほかに資料に記載のとおりでございます。下段

の業務実績をごらんいただきたいと思います。行政関係の内容を記載したものでございまして、

指定管理事業、施設運営事業及びイベント事業など、多岐にわたり行っております。

 次に、４ページをごらんください。こちらは、生涯学習・市民活動支援施設または市民活動支

援事業等の業務実績について、記載したものでございますが、このうち、指定管理事業につきま

しては、本年８月現在で、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設を含めまして、３６施設でござい

ます。このほかに、施設運営事業及び市民活動支援事業に関します業務実績は、記載のとおりで

ございまして、これら事業のノウハウと実績が豊富な法人でございます。

 また、財政状況につきましては、過去３カ年の内容を記載したものでございまして、平成２６、

２７年度ともに前年度比で増益となっております。

 次に、３、指定期間につきましては、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５

年間でございます。

 続きまして、４、選定結果についてでございますが、こちらにつきましては、後ほど別紙で御

説明をさせていただきたいと存じますので、先に、５、事業計画につきまして、御説明をさせて

いただきます。

 初めに、利用料金、開館時間、休館日設定の考え方についてでございますが、利用料金につき

ましては、条例改正に基づく料金設定の範囲内とするものでございます。なお、利用者の事前申

請があった場合には、開館時間の繰り上げ及び閉館時間の繰り下げによる利用時間の延長を実施

するものとし、また、地域図書室につきましては、受付業務時間の延長を引き続き継続するもの

としております。

 次に、運営体制・職員研修等につきましては、本社の担当者と同社が運営しております近隣同
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種施設の施設長同士によります定期的な会議時の実施や地域の市民団体や学校など、さまざまな

団体との連携体制の強化、また、職員の一層のスキルアップを図るための通信教育や各種研修な

ど、さまざまな取組の提案を次のページにかけて記載のとおり行っております。

 次に、５ページをごらんください。生涯学習振興に係る事業・図書室の運営につきましては、

生涯学習事業のテーマを大きく健康・趣味・文化活動・教養・料理の五つに分類した事業実施を

計画しております。また、図書室の運営に関しましては、地域の小学校との連携や季節ごとのイ

ベントの企画実施など、利用者ニーズに合わせた対応を計画しております。次に、市民活動支援

につきましては、最初に活動を始めたい人や興味のある人、次に活動を発生させたい団体、次に

市民活動をしている団体の教育依頼をした人や各種団体の３種類に分類した支援と対象者のニー

ズに合わせた事業実施・情報提供・相談業務について、対応を計画しております。次に、自主事

業、施設の活用等につきましては、利用者が関心を持っている魅力ある事業の提供や地域包括ケ

アシステムの考えを取り入れた地域の見守り施設としての機能や役割を持たせるなど、施設活用

の展開を計画しております。

 次に、６ページをごらんください。利用の促進策等につきましては、広報活動の実施や利用促

進への取組において、利用者が施設を活用し、利用者みずからが施設運営に携わることができる

などの利用者による参加度の高い施設運営を目指しております。

 次に、６、収支計画でございます。収支計画表をごらんいただきたいと思います。表の記載方

法につきましては、最初に収入額合計、以下、下にその内訳を示し、最後に支出額を記載してお

ります。そして、左から右に指定管理期間となります平成２９年度から３３年度までの５カ年を

表示しております。収入のうち、指定管理料は年間で４，１９７万６，０００円でございます。

利用料収入につきましては、当初２カ年を５００万円、次の２カ年を５１０万円、最終年を５２

０万円とし、増収を見込んだものとなっております。以下、詳細は記載のとおりでございます。

 次に、７ページをごらんください。川崎市有馬・野川生涯学習支援施設の指定管理者の選定結

果についてでございます。ただいま御説明いたしました施設の概要のうち、先ほど申しました４

ページにございました選定結果につきましては、こちらで詳細を御説明させていただきます。

 初めに、１、応募状況についてでございますが、説明会への参加団体は計１０団体でございま

した。このうち、応募された団体は、資料にお示ししております３団体でございました。なお、

このうち、団体Ａと記載しているものにつきましては、評価点数が配点合計に対し、基準点とな

る６０％に満たなかったことから、川崎市情報公開条例の規定により、団体名を公表しなかった

ものでございます。

 次に、２、川崎市宮前区指定管理者選定評価委員会委員につきましては、学識経験者といたし

まして、順天堂大学名誉教授、齊藤定雄先生、同じく株式会社計画技術研究所代表取締役で、法

政大学大学院兼任講師、佐谷和江先生、税理士、江口進先生、学識経験者の和光大学現代人間学

部教授、堂前雅史先生、同じく日本女子大学人間社会学部准教授、黒岩亮子先生の５名でござい

まして、選定評価委員会は全員が出席し、審査をいただきました。

 次に、３、選定理由につきましては、次のとおりでございましたので、読み上げさせていただ

きます。指定管理者の選定に当たり、経済的な安定性、人材確保における確実性、指定管理業務

の経験・実績等の面から総合的に評価を行い、具体的ですぐれた提案を行った当該団体を選定し

たという内容でございました。

 なお、これに先立ちまして、評価項目を五つに分けました以下、ⅠからⅤまでの大項目ごとの
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選定理由につきましても、読み上げをさせていただきます。最初にⅠ、市民の平等な利用が確保

されていることについてでございます。開館時間や休館日の設定が詳細に記載されていること、

また、努力目標についても設定され、利用促進に向けた取組も詳細に記載されていた点を評価し

た。次に、Ⅱ、施設の効用を最大限発揮するものであることについてでございます。ネットワー

クが厚い地域に鑑み、市民活動の育成面において高く評価できる提案がある。次に、Ⅲ、施設の

管理経費の縮減が図られるものであることについてでございます。応募団体の財務分析の審査に

おいて、資金収支の安定性、事業活動の効率性、財務活動の健全性において、十分な安定性が認

められた。次に、Ⅳ、管理を安定して行う人的及び物的能力を有している、または確保できる

見込みがあることについてでございます。指定管理者として、事業面において、豊富な経験と実

績を有しており、人材確保について確実に行える点を評価した。最後に、Ⅴ、提案全体を通して、

その妥当性や一貫性等を有していること及びその他特に評価すべき事項についてでございます。

８ページをごらんいただきたいと思います。地域課題解決の視点で、こども食堂の提案があり、

調理室の活用につながる提案を評価した。

 選定評価委員の皆様によります選定理由は、以上のとおりでございます。

 次に、４、審査結果についてでございますが、評価項目ごとに、各団体の得点を記載してござ

います。左から合計点の高かった順に記載をしておりますが、第１順位のアクティオ株式会社と

第２順位及び第３順位との差は、それぞれ２４６．５点及び１，１９０．５点でございました。

 最後に、５、提案額についてでございますが、指定管理料提案額は年間で４，１９７万６，０

００円、５年間で合計２億９８８万円でございます。

 なお、９ページ以降１２ページまでに事業者選定等に関する手続要綱を参考として添付させて

いただいておりますので、あわせてごらんいただければと存じます。

 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議お願いいたします。

【渡邊教育長】

議案第５７号について、御説明いただきました。御意見、御質問などございましたらば、お願

いをいたします。

【小原委員】

何点か教えていただきたいんですけれども、まず、４ページの事業計画の運営体制・職員研修

等というところで、一番最初に常勤職員４名というふうに表記されているんですけれども、これ

はこの常勤４名の中に正社員はいらっしゃいますか。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

この常勤職員というのは、正社員を意味しております。

【小原委員】

そういうことですね。

 一つ確認したいんですけど、ここの会社の従業員は社員が９３名、契約社員が９４３名となっ

ているんですけれども、社員９３名の中から４名ということですね。
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【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

そうです。

【小原委員】

わかりました。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

内訳としましては、館長、副館長１名ずつ、それと、あとはスタッフというような形です。

【小原委員】

わかりました。

 すみません、もう一つ戻ります。２ページの施設の概要で、現在の指定管理費の金額と８ペー

ジの提案額が結構金額的に変わってきているんですけど、この差額というのはどういう理由とか、

そういうのってわかりますか。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

これは、市の財政状況、その他を含めまして調整した結果、こういう減額の形でということに

なりましたので、それに基づいて見積もりを出していただいたという状況でございます。

【小原委員】

もう一つです。同じく８ページなんですけれども、一番上のほうに、地域課題解決の視点で、

こども食堂の提案がありというふうな話なんですけれども、一つ確認したいんですけれども、こ

のこども食堂を運営するのは、この会社ということですか。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

そうです。会社、いわゆるアリーノの館として運営をするということです。

【小原委員】

館として運営するということですか。その際に、例えばの話ですけど、食中毒等が起こった際

の損害賠償はどこに。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

この館と契約する際に、イベント等、その他もろもろのことをやっておりますので、例えば、

保険の関係ですと、利用者が何かあったときに、そういったものをちゃんと補填するような形で、

契約の中身には含まれております。

【小原委員】

けがとか、そういう場合だと普通の保険で、料理をつくったりすると生産物賠償とか、そうい

うのが出てくると思うんですけど、その辺も考えた上で、これが実施できるということなんです

ね。
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【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

同社の提案としては、そのような形で出ております。ただ、この辺は、もともとここには調理

室といったものがございますので、当然、そこで料理をして、しっかりした衛生環境のもとで、

いろんなものを調理して提供するという形になると思いますけれども、ただ、おっしゃっていた

だいた御心配の関係もございます。この辺は、よくこちらの担当としっかりと協議して、あとは

役所の保険の関係とか、そのあたりは協議をした上で、安全性を確保して参りたいと存じます。

【小原委員】

市民館にも調理室はあるんですけど、市民館がこども食堂をやるということはまずないと思う

んですね。ここは生涯学習施設であって、なおかつ指定管理者がそれをやるというふうになると、

市民の方から見れば、行政がやっているような錯覚に陥る可能性もないとは言えないので、その

辺を気をつけていただかないと、場合によっては、誤解を生む可能性があるので、行政がこども

食堂をやっているというような捉われ方をしないようにしていかないと、ちょっとそこだけが心

配なところというふうに思っていますので。何かしらちょっとやるんであれば、いろんな部分を

お考えいただいてというふうに、単なる意見ですけれども、よろしくお願いします。

【渡邊教育長】

そうした点を踏まえて、よろしくお願いします。

【中村委員】

５ページの生涯学習振興にかかわる事業、図書室の運営について、お伺いしたいです。ここの

生涯学習事業のテーマは、大きく健康・趣味・文化活動・教養・料理に分類されており、おもし

ろそうなテーマだとは思いますが、生涯学習施設では現代的課題とかも対応していく必要がある

と思うんです。そういうものもちゃんとやっていただけるのかなというのが心配なことの一つで

あり、そういうことをちゃんと事業として行うためには、有資格者が必要だと思うんですね。例

えば、その下に図書館とか書いてありますけれども、図書館であれば司書もそうですし、そうい

う事業を展開していくためには、例えば、社会教育主事の有資格者とか、そういう人が必要なん

じゃないかと思うんですけれども、その辺はどうなっているのかなと。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

まず、図書室として地域図書室という名称のものもありますけれども、そこにはちゃんと資格

を持つ者も常駐をして、図書の貸し出し、そういったものを行っていくという状況でございます。

それで、あとは、ここにある五つのテーマということが出ておりますけれども、ここは非常に地

域性の強い施設でございます。テーマも地域の皆さんとのいわゆる大きなイベントをやるという

だけではなくて、地域の皆さんとのつながりですとか、いろいろ協力関係ですとか、そういった

ものを非常に重視した形で、事業展開といいますか、やってきておりますので、引き続き今後も、

そういう形で行っていこうと思っております。

【中村委員】
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そうしますと、例えば、市民館とか教育文化会館ですと、運営審議会とかがありまして、市民

の方やいろんな方が事業の評価などで関わっているんですけれども、こちらもそういうことを行

うんですか。

【吉越宮前区役所生涯学習支援課長】

こちらもございます。社会教育委員会議有馬・野川生涯学習施設専門部会というのがございま

して、定期的に会議を開いて、アリーノの運営のあり方ですとか、あるいは、地域振興のかかわ

り方ですとか、その辺もいろいろ御意見をいただきながら協議して、その中にこちらの館長も一

緒に加わりまして、御意見を聞きながら、それを反映していくというものです。

【渡邊教育長】

よろしいですか。ほかの委員の方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、ただいま見てまいりました議案第５７号でございますけれども、原案のとおり可決

してよろしいでしょうか。

【各委員】

 ＜可決＞

【渡邊教育長】

それでは、議案第５７号は、原案のとおり可決いたします。

議案第５８号 川崎市学校運営協議会委員の委嘱について

【渡邊教育長】

 続きまして、「議案第５８号 川崎市学校運営協議会委員の委嘱について」でございます。説明

を教育改革推進担当担当課長にお願いします。

【田中教育改革推進担当担当課長】

 それでは、「議案第５８号 川崎市学校運営協議会委員の委嘱について」、御説明します。資料

をごらんください。

 このたび、苅宿小学校の学校運営協議会から委員の新規追加につきまして、推薦がございまし

た。鈴木純一氏は、苅宿町会の副会長で、これまでも子どもたちの下校時の見守りや体験活動の

講師の調整など、学校教育に協力されてこられております。このたび、地域住民委員として、学

校運営協議会に加わっていただくことで、さらに深く学校運営に参画していただけるというもの

でございます。任期につきましては、平成２８年１０月２６日から指定期間満了となる平成３０

年３月３１日までとなります。

 なお、苅宿小学校学校運営協議会委員は、鈴木氏を加えて１５名となり、次回の学校運営協議

会の開催は１１月８日に予定されております。

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。
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【渡邊教育長】

 学校運営協議会委員、具体的には苅宿小学校の委員の追加ということでございました。御質問

等ございますか。よろしいですか。

 それでは、議案第５８号でございますが、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。

【各委員】

＜可決＞

【渡邊教育長】

 それでは、議案第５８号、原案のとおり可決いたしました。

１０ 閉会宣言

【渡邊教育長】

 本日の会議は、これをもちまして終了といたします。どうもお疲れさまでした。

（１７時４５分 閉会）


